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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　前記アプリケータ器具の底部を画定するハウジングと、
　前記ハウジング内に配設され、第１の軸に沿って遠位方向及び近位方向に移動可能な発
射系と、
　前記第１の軸に対して鋭角を画定する第２の軸に沿って、前記ハウジングから上方へ延
在するハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記ハウジングから延在する細長いシャフトであって、前記細長いシャフトは非線形で
あり、前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する、細
長いシャフトと、
　前記細長いシャフトの遠位端にて画像を検出するための、前記アプリケータ器具に連結
された撮像装置と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
【請求項２】
　前記細長いシャフトの前記遠位端にて前記撮像装置の視界を照明するための、前記アプ
リケータ器具と連結されている光源を更に備える、請求項１に記載のアプリケータ器具。
【請求項３】
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　前記細長いシャフトの前記遠位端に固着されたキャップを更に具備し、前記撮像装置が
前記キャップ上に配設されている、請求項２に記載のアプリケータ器具。
【請求項４】
　前記光源が前記キャップ上に配設されている、請求項３に記載のアプリケータ器具。
【請求項５】
　前記撮像装置と前記光源とを含む撮像系を更に具備し、前記撮像系が、
　前記光源に対して電力を供給するための電源と、
　前記電源から前記光源に電力を伝送するための電力コンジットと、
　前記撮像装置で検出された画像を伝送するための画像コンジットと、
　前記検出された画像を表示するためのモニターと、
　を具備する、請求項２に記載のアプリケータ器具。
【請求項６】
　前記電力コンジットが、前記電源に接続された近位端と前記光源に接続された遠位端と
を備える導電ワイヤを具備する、請求項５に記載のアプリケータ器具。
【請求項７】
　前記電源が前記ハンドル上に配設されていて、前記導電ワイヤが前記細長いシャフトを
通って延在する、請求項６に記載のアプリケータ器具。
【請求項８】
　前記画像コンジットが、前記検出された画像を前記モニターに伝送するための導電ワイ
ヤ、光ファイバケーブル、及びワイヤレストランスミッタからなる群から選択される、請
求項５に記載のアプリケータ器具。
【請求項９】
　前記撮像装置が、カメラ、光センサー及び超音波センサーからなる群から選択される、
請求項１に記載のアプリケータ器具。
【請求項１０】
　前記光源が発光ダイオード、光ファイバケーブル、及び外科用照明からなる群から選択
される、請求項２に記載のアプリケータ器具。
【請求項１１】
　前記キャップが、前記細長いシャフトの外径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有
し、かつ前記細長いシャフトの前記外径よりも大きい長さを有し、前記キャップが、前記
下側遠位縁から上方へ近位方向に傾斜する遠位端面を有し、かつ前記キャップは外科用締
結具を分与するため前記遠位端面内に形成された外科用締結具送達窓を含み、前記撮像装
置及び前記光源が、前記遠位端面に配設されている、請求項４に記載のアプリケータ器具
。
【請求項１２】
　前記下側遠位縁が、前記細長いシャフトの前記遠位端にて前記外径に及ぶ中央区域と、
前記中央区域から横方向にかつ前記細長いシャフトの前記外径を超えて延在する第１の延
長部及び第２の延長部と、を備える、請求項１１に記載のアプリケータ器具。
【請求項１３】
　前記第１の横方向の延長部及び第２の横方向の延長部が、前記キャップの前記底面から
横方向に延在する凸状に湾曲した底面を有し、前記キャップの前記近位端が、前記細長い
シャフトの前記遠位端の前記外径に合致して適合する外径を有する、請求項１２に記載の
アプリケータ器具。
【請求項１４】
　前記非線形の細長いシャフトが、前記第１の軸に沿って延在する近位区域と、前記アプ
リケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在するように前記近位区域に対して或る角度
に向けられる前記遠位区域と、を含む、請求項１に記載のアプリケータ器具。
【請求項１５】
　前記非線形の細長いシャフトが湾曲して、前記細長いシャフトの前記遠位区域が前記ア
プリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ傾斜するようになっている、請求項１に記載
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のアプリケータ器具。
【請求項１６】
　前記撮像装置及び前記光源が、前記アプリケータ器具の前記細長いシャフトに対して着
脱自在に取り付けられている内視鏡器具に組み込まれる、請求項２に記載のアプリケータ
器具。
【請求項１７】
　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　前記アプリケータ器具の底部を画定するハウジングと、
　前記ハウジング内に配設され、第１の軸に沿って遠位方向及び近位方向に移動可能な発
射系と、
　前記第１の軸に対して鋭角を画定する第２の軸に沿って、前記ハウジングから上方へ延
在するハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記ハウジングから延在する細長いシャフトであって、前記細長いシャフトは非線形で
あり、前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する、細
長いシャフトと、
　前記細長いシャフトの遠位端に固着されたキャップであって、前記細長いシャフトの外
径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有する、キャップと、
　前記アプリケータ器具の遠位端にて画像を検出するための、前記アプリケータ器具に取
り付けられた撮像装置と、
　前記アプリケータ器具の前記遠位端にて前記撮像装置の視界を照明するための、前記ア
プリケータ器具に取り付けられた光源と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
【請求項１８】
　前記撮像装置及び前記光源が前記キャップ上に装着されている、請求項１７に記載のア
プリケータ器具。
【請求項１９】
　前記撮像装置及び前記光源が、前記細長いシャフトに取り付けられた内視鏡器具上に配
設されている、請求項１７に記載のアプリケータ器具。
【請求項２０】
　前記撮像装置と前記光源とを含む撮像系を更に備え、前記撮像系が、
　前記光源に対して電力を供給するための電源と、
　前記電源から前記光源に電力を伝送するための電力コンジットと、
　前記撮像装置で検出された画像を伝送するための画像コンジットと、
　前記検出された画像を表示するためのモニターと、
　を具備する、請求項１７に記載のアプリケータ器具。
【請求項２１】
　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングから遠位に延在する外径を有するシャフトと、
　前記シャフトの前記遠位端に固着されたキャップであって、前記キャップが、前記細長
いシャフトの前記外径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有し、前記細長いシャフト
の前記外径よりも大きい長さを有し、前記下側遠位縁から上方へ近位に傾斜する遠位端面
を備え、かつ外科用締結具を分与するため前記遠位端面内に形成された外科用締結具送達
窓を含む、キャップと、
　前記シャフトの前記遠位端にて視界を照明するための光源を含む撮像系と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
【請求項２２】
　前記撮像系が、前記シャフトの前記遠位端にて前記光源で照明される画像を検出するた
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めの撮像装置を更に具備し、前記撮像装置及び前記光源が前記キャップ上に配設されてい
る、請求項２１に記載のアプリケータ器具。
【請求項２３】
　前記シャフトに対して着脱自在に取り付けられている内視鏡器具を更に具備し、前記内
視鏡器具が前記光源と撮像装置とを含む、請求項２１に記載のアプリケータ器具。
【請求項２４】
　前記アプリケータ器具のシャフトが非線形であり、前記アプリケータ器具の頂部に向か
って上方へ延在する遠位区域を有する、請求項２１に記載のアプリケータ器具。
【請求項２５】
　前記アプリケータ器具の底部を画定する前記ハウジングと、
　前記ハウジング内に配設された発射系であって、遠位方向及び近位方向に移動可能な、
発射系と、
　前記ハウジングから上方へ延在し、前記アプリケータ器具の遠位端に向かって或る角度
をなすハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記アプリケータ器具の前記底部近くで前記ハウジングから遠位に延在する前記シャフ
トと、
　前記シャフトに連続的に装填される複数の外科用締結具と、
　前記キャップの前記外科用締結具送達窓を通して前記外科用締結具を分与するために前
記発射系を作動させるように係合可能な、前記ハンドル上に装着された前記トリガと、
　を更に備える、請求項２１に記載のアプリケータ器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１２年５月１１日に出願された「ＡＰＰＬＩＣＡＴＯＲ　ＩＮＳＴＲＵ
ＭＥＮＴＳ　ＦＯＲ　ＤＩＳＰＥＮＳＩＮＧ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＦＡＳＴＥＮＥＲＳ　
ＤＵＲＩＮＧ　ＯＰＥＮ　ＲＥＰＡＩＲ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ」と題する米国特許出願
第１３／４７０，０２２号の一部継続出願である。該出願は、本願と同一の譲受人に譲渡
された「ＡＰＰＬＩＣＡＴＯＲ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ　ＨＡＶＩＮＧ　ＤＩＳＴＡＬ
　ＥＮＤ　ＣＡＰＳ　ＦＯＲ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴＩＮＧ　ＴＨＥＡＣＣＵＲＡＴＥ　Ｐ
ＬＡＣＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＦＡＳＴＥＮＥＲＳ　ＤＵＲＩＮＧ　ＯＰ
ＥＮ　ＲＥＰＡＩＲ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ」と題する２０１２年５月１１日に出願され
た米国特許出願第１３／４７０，０６５号、並びに米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／
０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２
９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７
９６２７号に関連し、それらの開示内容は本明細書において参照により援用されている。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、全般的に、欠損を矯正するための医療用装置及び外科的手技に関し、具体的
には、腹壁ヘルニアなどの観血的なヘルニア修復手技中に外科用締結具の分与を促進する
撮像系搭載のアプリケータ器具に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヘルニアは、患者の腹部筋肉壁又は股間内の弱い場所又は欠損部を貫通して腸管又は腸
の小さいループが突出する病状である。この状態は一般的にヒト、特に男性に生じる。こ
の種のヘルニアは、先天性欠損に起因する場合もあれば、又は力んだり若しくは重い物を
持ち上げることによって生じる場合もある。重い物を持ち上げると、腹壁に対して相当な
応力がかかる場合があり、その腹壁が破裂又は裂傷して欠損又は開口が生ずる可能性もあ
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る。いずれの場合においても、患者の欠損部を貫通して突出する腹腔臓器が醜く膨隆し、
これが痛みを生じて挙上能力を低下させる。場合によっては、大腸を埋伏させる可能性も
あり、又は突出した組織への血流が遮断された場合は他の合併症が起こる可能性もある。
【０００４】
　上記の問題に対する一般的な解決法は手術であろう。観血的な外科手技中には、欠損部
を把握し、観血的な切開を通して慎重に診察する。典型的な欠損領域には血管及び神経が
網状に張り巡らされていることから慎重な検査が必要とされ、そのため、外科医が高度な
技術及び注意をもってヘルニア治療を行うことが要求される。このエリア内には、胃の脈
管、外腸骨の脈管、及び下心窩部の脈管などの脈管構造が見出され得る。
【０００５】
　一度外科医が患者の解剖学的構造を知ると、外科医は欠損部を通じて臓器を注意深く患
者の腹部に戻すように配置する。欠損部の修復は縫合糸又は締結具で欠損部を閉じること
を含み得るが、一般的には、メッシュパッチなどの外科用プロテーゼを開いた欠損部上に
配置すること、及び従来的な縫合糸又は外科用締結具で腹壁又は鼠径床にメッシュパッチ
を取り付けることを含む。メッシュパッチは障壁として機能し、腸管が欠損部を通じて排
出されることを防ぐ。
【０００６】
　現在、メッシュパッチを組織に取り付ける目的に利用可能な外科用器具及び締結具は、
様々な種類のものが出回っている。外科用ステープラーは、未形成ステープラーの積み重
ね体はカートリッジの内部に収容され、ばね機構を介して逐次的に連続して器具内に前進
する器具の一種である。二次的な供給機構は、最も遠位のステープルを積み重ね体から分
離させ、積み重ね体の残りを留保して、最も遠位のステープルをステープル形成機構に給
送する。この種類の給送機構は、米国特許第５，４７０，０１０号（Ｒｏｔｈｆｕｓｓら
）及び同第５，５８２，６１６号（やはりＲｏｔｈｆｕｓｓら）に見出される。
【０００７】
　別のヘルニアメッシュ取り付け器具は、ばねの小部分に似た螺旋状ワイヤ締結具を使用
する。多数の螺旋状ワイヤ締結具を５ｍｍシャフト内に連続的に保存してもよいし、組織
内に螺旋状にねじ込むか又は回転させてもよい。複数の螺旋状締結具をシャフト内で遠位
に付勢するか又は送達するために荷重ばねが使用されてもよい。荷重ばねにより、突出部
がシャフト内に延び、場合により締結具の積み重ね体の排出を防ぎ、回転する締結具の通
過を可能にし得る。これらの種類の器具及び締結具は、米国特許第５，５８２，６１６号
（Ｂｏｌｄｕｃら）、同第５，８１０，８８２号（Ｂｏｌｄｕｃら）及び同第５，８３０
，２２１号（Ｓｔｅｉｎら）に見出される。
【０００８】
　上に列挙されている参照文献には、ばね機構を用い、外科用器具を介して複数の締結具
を給送する方法が教示されている。ばね機構は典型的には、外科用器具のシャフト内の案
内部又は経路を通じて締結具の積み重ね体を押すために、長く柔軟なコイルばねを使用す
る。この種の給送機構は、概ね簡素で信頼性が高いが、積み重ね体から先頭の外科用締結
具を分離して給送するための補足的なバルブ調節機構を必要とする場合もある。
【０００９】
　それ以外に、再装填可能な単一ショット器具又は少数の締結具を保持する回転式マガジ
ンを用いて外科用締結具を分与する器具もある。これらの種類の外科用締結器具は、米国
特許第５，２０３，８６４号及び同第５，２９０，２９７号（双方ともＥｄｗａｒｄ　Ｐ
ｈｉｌｌｉｐｓ）に見出され得る。これらの器具は、恐らくは、単射能力を有し回転式マ
ガジンの寸法が大型であることから、この種の器具を観血的手技にしか使用できない場合
もあるため、外科のコミュニティに受け入れられてこなかった。
【００１０】
　往復動給送機構付きの器具は、米国特許第５，６０１，５７３号、同第５，８３３，７
００号、及び同第５，９２１，９９７号（Ｆｏｇｅｌｂｅｒｇらに付与）に記載されてい
る。Ｆｏｇｅｌｂｅｒｇらの参照文献には、往復動フィードバーを利用してクリップの連
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続積み重ね体を給送する給送機構付きクリップ適用器具が教示されている。フィーダーシ
ューは、遠位に動くフィードバーと動作可能に係合し、これと共に動く場合があり、近位
に動くフィードバーと摺動的に係合し得る。したがって、フィーダーシューは、遠位に動
くフィードバーで、クリップの積み重ね体を遠位に割送るか又は押し、近位に動くフィー
ドバーに対しては静的に留まり得る。補足的なバルブ調節機構は、最も遠位のクリップを
積み重ね体から分離させ、残りの積み重ね体を停留させて、最も遠位のクリップを脈管に
あてがう。Ｆｏｇｅｌｂｅｒｇらの参照文献には、単一の往復動部材を有する往復動給送
機構が教示されているが、ヘルニアメッシュ取付時のクリップ適用器具の使用、及び移動
部材を介した各クリップの個々の駆動又は給送に関しては、教示されていない。
【００１１】
　往復動を利用した締結具給送機構としては、ほかにも、Ｋｌｉｅｍａｎらに付与された
米国特許第４，３２５，３７６号に開示されているものが挙げられる。開示されているの
は複数のクリップを逐次的にクリップマガジンの内部に格納するクリップ適用器具である
。積み重ね体内にクリップがあり、最も近位のクリップは、器具の各作動で、往復動部材
又はラチェットブレードにより遠位に歯で動かされるか又は割送られ得る歯止めにより、
遠位に押されるか又は送達され得る。歯止めが遠位に割送ると、これはクリップの積み重
ね体を遠位に押すことができる。二次弁機構がまた記載され得る。したがって、Ｋｌｉｅ
ｍａｎらの給送機構は、クリップの積み重ね体を遠位に押すか又は給送するために単一の
往復動部材及び歯止めを使用することを教示し、最も遠位のクリップを給送するために二
次弁機構を必要とし得る。
【００１２】
　米国特許第３，７４０，９９４号（ＤｅＣａｒｌｏ　Ｊｒ．）は、複数のステープル又
はクリップを割送ることができ、対向する板ばねアセンブリの対の１つを往復運動させる
ことによりこれらを排出に備えさせることができる、新しい往復動給送機構を記載する。
ステープルは、ガイドレール内で連続的に位置し、固定された板ばねアセンブリがガイド
レールの平面内に延びる。往復動板ばねアセンブリは、固定された板ばねアセンブリに対
向する場合もあれば、その板ばねアセンブリに向かって内方に延在する場合もある。往復
動板ばねアセンブリが遠位に移動すると、アセンブリの個別の板ばねそれぞれが、ステー
プルと係合してこれを遠位に動かし得る。遠位に動くステープルは固定した板ばねアセン
ブリの局所的な個別の板ばねを偏向させ、偏向した板ばねはステープルの通過の後に、偏
向していない位置に戻り得る。動く板ばねアセンブリが近位に動くと、固定した板ばねア
センブリの板ばねがステープルを静的に保持し、その近位の移動を防ぐ。二次ガイドレー
ル及び弁機構は形成するために積み重ね体から単一のステープルを分離するために提供さ
れ得、単一のクリップが形成される際にステープルの積み重ね体を保持し得る。
【００１３】
　加えて、同様な給送機構は、ＤｉＧｉｏｖａｎｎｉらに付与された米国特許第４，４７
８，２２０号、及びＭｅｎｇｅｓらに付与された米国特許第４，４７１，７８０号に開示
されている。これらの関連特許の両方には、１つの固定部材及び１つの往復動部材を用い
、複数のクリップを給送するか又は遠位に割送る往復動給送機構が教示されている。角度
を有する可撓性の指部は、往復動部材へとヒンジにより取り付けられ得、遠位に移動する
際にクリップに動作可能に係合し、近位に移動する際にクリップと摺動的に係合する。固
定部材内の角度を有する可撓性指部は、クリップが遠位に移動する際に起動から反れ、ク
リップが通過した後にばねで上に上がり、クリップの近位の移動を停止させる二次弁機構
がまた開示される。
【００１４】
　本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第２００２／００６８９４７号（その開
示は本明細書により参照として組み込まれる）は、複数の個別の外科用締結具を送達する
ための装置を教示する。一実施形態において、送達装置は、遠位端及び近位端を有する駆
動機構を含む。駆動機構は、移動部材及び固定した対向する部材を有し、それによって移
動部材は、送達装置に対して近位及び遠位に可動である。移動部材は、組織を貫通するた
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めの鋭い遠位端を有する。装置は、第１の部材と第２の部材との間に位置する少なくとも
１つの外科用締結具を含む。外科用締結具のそれぞれは、近位端及び遠位端を有する。装
置はまた、少なくとも２つの連続的な位置（移動部材を遠位に前進させ、組織を貫通する
ための第１の位置、及び移動部材を近位に後退させることによって締結具の遠位端を展開
するための第２の位置）を有する作動装置を有する。
【００１５】
　メッシュを固定するためのタックは、一般的にステンレス鋼、ニチノール又はチタンな
どの金属から作製されてきた。金属タックは、十分な保持強度、様々なプロテーゼメッシ
ュの貫通及び製造の容易さのために提供される必要であった。最近まで、市販される吸収
性タックは存在しておらず、外科医は身体内に恒久的に残らない固定手段を提供するため
に、吸収性縫合糸を使用することができるのみであった。しかしながら、修復手技によっ
ては、縫合の使用が甚だ困難なこともある。外科手術が異物の蓄積を最小限に抑える傾向
になったことから、最小プロファイルの吸収性タックが必要とされている。
【００１６】
　腹腔内オンレイメッシュ（一般的には、観血的ＩＰＯＭと呼ばれる）修復中は、視認性
が極めて不良になることもしばしばである。観血的手技には腹腔鏡カメラ及び照明を使用
しないのが一般的であり、代わりに、直接的な可視化を切開により達成する必要がある。
審美性を犠牲にして切開を増やせば視認性が向上するが、腹腔内部で照明が不十分になる
こともしばしばである。視認性が適切でないと、スカートテッドメッシュインプラント内
部で凝視点の配置が不適切になる可能性がある。例えば、凝視点の離隔が不適切になる可
能性もあれば、又はメッシュの縁に対して相対的な凝視点の位置付けが不適切になる可能
性もある。また、視認性が不適切な場合、腸係蹄がスカーテッドメッシュより上にあって
も目に見えない場合は特に、偶発的に腸が穿孔されてしまう可能性もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上記の進歩にもかかわらず、更なる改善の必要性が存続している。特に、組織の修復手
技に際して外科医が正確にかつ容易に外科用締結具を分与して組織内に挿入することを可
能にするアプリケータ器具に対するニーズが絶えないばかりでなく、外科用締結具を正確
にかつ容易に分与して小エリアに入れることを可能にするアプリケータ器具、及び吸収性
の外科用締結具に対するニーズも絶えない。また、観血的なＩＰＯＭ修復手技などの修復
手技中の視認性を改善する目的で、ヘルニアメッシュ固定器具を支持する補足的な撮像系
又は検出系に対するニーズも存続している。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、好ましくは、メッシュ材料を軟質組織に固
定するための外科用締結具を供給する（例えば、湾曲しているか又は或る角度をなす）非
線形シャフトを有する多発射型装置（例えば、本願と同一の譲受人に譲渡された、本出願
の親出願である米国特許出願第１３／４７０，０２２号に開示されているアプリケータ器
具のようなもの）である。該出願の開示内容は本明細書において参照により援用されてい
る。アプリケータ器具を使用することで、腹壁ヘルニアを扱う観血的な外科修復手技に対
応できる。一実施形態においては、一連の外科用締結具がアプリケータ器具のシャフトの
内部に収容されており、ハンドルに取り付けられているシャフトの近位端に対してシャフ
トの遠位端が非線形になる。
【００１９】
　一実施形態において、多発射型アプリケータ器具には、一連のストラップインプラント
又は外科用締結具が、シャフトの全長に沿って格納される。本アプリケータに備わる発射
系は、タブ付き機構を有する一対の扁平なスタンピングを具備する。一方のスタンピング
が停留し、他方のスタンピングは遠位及び近位方向に循環してシャフトの全長に沿って外
科用締結具の増分的な給送を促進する。スタンピングはその扁平性から、組立及び可撓性
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が促進され、スタンピングが湾曲状の経路を通して案内されるようになる。一実施形態に
おいては、一対の長尺の成形ガイドコンポーネントによって、摩擦及び歪曲が最小限に抑
えられた非線形の移動経路が生ずる。成形コンポーネントはシャフトの内部に収容されて
いることが望ましく、このシャフトはステンレススチール製カニューレであってもよい。
【００２０】
　一実施形態においては、シャフトの遠位端にて、ワイヤステージングばねが、停留のタ
ブ付きスタンピングの遠位端に対して下向きの力を印加する。ワイヤばね位置を介して力
が印加されると、装置の分与用の端に対して外科用締結具が整列配置される。外科用締結
具がシャフトの遠位端にて先頭の位置に到達すると、循環されたスタンピングが後退し、
ワイヤばねによって先頭の締結具が前進中のチャネルから下向きに動いて発射チャネル内
に入り込む。この発射チャネルからは、発射ロッドとハンドル内の貯蔵エネルギー系とを
具備する発射系を介して、締結具が分与される。ワイヤばねは、系内部での組立を経済的
かつ容易にしたばね力機構を提供する。
【００２１】
　一実施形態においては、不規則輪郭をもつ先端部又はキャップがシャフトの遠位端に取
り付けられている。キャップ上に不規則輪郭を有するため、アプリケータ器具の遠位端は
スカートテッドメッシュに対して非侵襲的である。
【００２２】
　一実施形態においてキャップは下側遠位縁を有し、この下側遠位縁は顕著であってもよ
く、かつ湾曲状の底面を備え得る。下側遠位縁は、スカートテッドメッシュのシームに前
進し、様々なブランド及びサイズのスカートテッドメッシュのポケットエリア又は隅に適
合することが好ましい。これにより、外科用締結具送達窓が、スカートテッドメッシュの
シーム又は裾より上部かつそのシーム又は裾から離れた設定距離となることが保証される
。
【００２３】
　一実施形態においてキャップは延長部又は翼状機構を有し、これら延長部又は翼状機構
は、下側遠位縁と同一線上にあり、かつ下側遠位縁に対して横方向にある。下側遠位縁及
び横方向の延長部は、医師がアプリケータ器具のハンドル上に順方向の力を印加し反対側
の組織上に抵抗圧を印加したときに、アプリケータ器具がメッシュのシームの内部をより
自由に滑動し、かつメッシュの境界エリア上に力が分散されるのを可能にするものである
ことが好ましい。また、延長部によって、装置の先端部が安定すると共に、ストラップが
上方へ送達されて対象のスカートテッドメッシュインプラントの上側層又は頂部メッシュ
片に確実に入るように装置の先端部が向けられる。
【００２４】
　一実施形態において、キャップは、下側遠位縁から上方へかつ近位に傾斜する勾配付き
の遠位面を有し、開いたスカートメッシュの頂部メッシュ片がメッシュのシームエリアか
ら離れる向きに進んでいくようになっている。一実施形態において、キャップは、開いた
スカートメッシュの底部メッシュ片に対して当接する底面を有する。
【００２５】
　キャップは、シャフトに対して回転も並進もしないように、シャフトの遠位端に固着さ
れていることが望ましい。一実施形態において、キャップの近位端は、シャフトの外径（
例えば、外径８ｍｍ）と一致する円筒形状に遷移する。
【００２６】
　不規則輪郭をもつ無傷のキャップは、シャフトの遠位端にて鋭角の縁を有さない。それ
故、医師は、外科用締結具を最初に及び続いて配するために装置を位置決め又は再位置決
めする際、開いたスカートメッシュのシームの内側に沿ってキャップを摺動させることが
できると共に、様々な孔径のメッシュにキャップを引っ掛けずに済む。
【００２７】
　一実施形態において、アプリケータ器具のハンドル及びトリガ又は作動部分は、装置の
ハウジング又は本体上に再位置決めされる。この構成では、ユーザーに複数のメリットが
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もたらされるような位置に、アプリケータ器具のトリガが配される。第１に、エルゴノミ
クス的に許容可能でしかも発射準備が整ったときにユーザーの肘を中立位置に置くことが
可能になるような位置に、ハンドルが位置付けられる。一実施形態において、ハンドルは
アプリケータ器具の遠位端に向かって前方に或る角度をなし、ユーザーの手首に対しても
また中立位置になるように促される。ハンドルをアプリケータ器具の本体部分よりも上に
位置付ければ、開腹手技において好ましいとされるように、本装置から患者の身体を遠ざ
けておくことができる。
【００２８】
　一実施形態においては、（例えば、上方へ湾曲した）非線形のシャフト及びハンドルの
順方向の角形成を組み合わせて相互に補うことによって、外科用締結具が上方へ意図され
た固定方向に送達されるように促される。一実施形態において、アプリケータ器具は、発
射した外科用締結具の数、又はアプリケータ器具内に残っている外科用締結具の数を示す
カウンタ／インジケータを有する。カウンタ／インジケータは、ハンドルが直立及び発射
準備完了位置にあるときに見え易いようにハンドルの頂部に位置付けることが好ましい。
また、カウンタ／インジケータをロックアウト機構と組み合わせて用いることによって、
ストラップが使い果たされたとき、及び器具が空になったときに指示が為される。
【００２９】
　一実施形態において、トリガは線形の動きを有し、それにより、外科医が手の中で装置
が安全かつ安定して作動しているのを感じることができる。トリガの方向、及びカウンタ
／インジケータの位置選定に基づいて、装置の適正方向、又は意図された用途が示唆され
る。一実施形態において、トリガはその表面上に、装置の適正方向を更に示唆する示指溝
を有する。
【００３０】
　指の力の集中箇所がトリガの長さを上回るか下回るかを問わず、トリガが線形に動くと
、トリガを圧入するのに必要とされる力及び距離に関して整合性が与えられる。
【００３１】
　一実施形態において、腹壁に対するヘルニアメッシュの位置に合わせて正しく外科用締
結具を向かせるには、直立にハンドルを向けさせる必要がある。傾斜面の先端の幾何学的
形状はまた、装置が正しく向けられているときに、外科用締結具をメッシュ及び腹壁組織
に対して正しい方向に送達することが可能にし、スカートテッドメッシュのシームから好
適な距離だけ離して位置付け得ることを保証するものであることが好ましい。
【００３２】
　一実施形態において、トリガは、線形の経路に沿って移動し、一意のラックアンドピニ
オン型連結を促進して、アプリケータ器具のハウジング内に位置する発射系に平行移動す
る。一実施形態において、発射系は、外科用締結具を分与するためにエネルギーを印加す
る目的に使用される貯蔵エネルギー系を具備する。発射系は、ボックス状コンポーネント
の内部に配設された圧縮ばね（本明細書において発射ばねとも呼ばれる）と、発射ばねを
圧縮して発射ばね内にエネルギーを格納するためのトリガと連結された連結部と、トリガ
位置に対して相対的な所定の装填及び時限間隔にて圧縮済みばねを解放する発射ばね解放
部と、を有して構成される。
【００３３】
　一実施形態において、トリガは一対の回転部材を介して内部的に支持される。トリガは
、結合リスクの可能性が排除されるように、回転点での接触が２回だけに限定されること
が好ましい。回転部材は相互に歯車系と連結されており、それにより、２つの部材が同じ
速度で回転することが保証される。加えて、捩り戻しばねを回転部材間に連結することに
よって、トリガの作動後にトリガ及び発射系が、発射サイクルの初期ステージ、及びエネ
ルギーが極めて低い状態に戻ることが保証され得る。大きなトリガ力を必要とした従前の
アプリケータ器具に改良を施し、トリガ戻しばねの構成、及びトリガに対する相対的な位
置を用いるようにしたことによってトリガ戻り力（操作者の手に対するトリガ単独の予圧
力及び移動の力）を省力化しかつ略均一化することを可能にし得る。代替実施形態は、ト
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リガに対して直接に作用する捩りばねを具備し得る。捩りばねによって、装置の作動中に
ユーザーが印加した如何なるモーメントに対しても効果的に反作用するモーメントが与え
られる。
【００３４】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、アプリケー
タ器具の底部を画定するハウジングと、ハウジング内に配設された発射系であって第１の
軸に沿って遠位及び近位方向に移動可能な該発射系と、第１の軸に対して鋭角を画定する
第２の軸に沿ってハウジングから上方へ延在するハンドルであってアプリケータ器具の頂
部を画定する上端を有する該ハンドルと、を具備する。一実施形態において、ハンドルは
、アプリケータ器具の近位端に位置しており、アプリケータ器具の遠位端の方へ傾くよう
に或る角度をなしている。アプリケータ器具は、発射系を作動させる目的で、ハンドル上
にトリガを装着して構成されていることが好ましい。
【００３５】
　アプリケータ器具は、ハウジングから延在する細長いシャフトを備えていることが好ま
しい。一実施形態においては、トリガが牽引されたときに、複数の外科用締結具が細長い
シャフトの中に装填され、この細長いシャフトの遠位端から分与されるようになっている
。細長いシャフトは、第１の軸に沿って延在する近位区域と、近位区域に対して相対的な
角度に向けられる遠位区域と、を有し、この遠位区域はアプリケータ器具の頂部に向かっ
て上方へ延在するようになっていることが望ましい。一実施形態において、シャフトは、
近位シャフト区域と遠位シャフト区域との間に湾曲部を有する。
【００３６】
　一実施形態においては、細長いシャフトの遠位端にて画像を検出する目的で、撮像装置
がアプリケータ器具と連結されているか又はこのアプリケータ器具上に装着されているこ
とが好ましい。撮像装置はフィルムカメラ、ディジタルカメラ若しくはビデオカメラなど
のカメラ、光センサー、及び／又は超音波センサーを具備し得る。
【００３７】
　一実施形態においては、発光ダイオードなどの少なくとも１つの光源が、細長いシャフ
トの遠位端にて撮像装置の視界を照明するためのアプリケータ器具と連結されていてもよ
い。少なくとも１つの光源は、１つ以上の発光ダイオード、光ファイバケーブル、及び／
又は無影灯を含み得る。
【００３８】
　一実施形態において、キャップは細長いシャフトの遠位端に固着されていて、撮像装置
及び／又は光源はキャップ上に位置している。一実施形態において、キャップは、下側遠
位縁から上方へかつ近位に傾斜する遠位端面を有し、かつ遠位端面内に形成された外科用
締結具送達窓を具備することにより、外科用締結具を分与するようになっていることが好
ましい。一実施形態において、撮像装置及び／又は光源は遠位端面上に位置している。撮
像装置及び／又は光源は、外科用締結具送達窓とキャップの遠位端面の上端との間に位置
していてもよい。一実施形態において、キャップは、中央に位置する撮像装置と、撮像装
置の第１の横方向側部上に位置する第１の光源と、撮像装置の第２の横方向側部上に位置
する第２の光源と、を備える。
【００３９】
　一実施形態において、撮像装置及び光源は、アプリケータ器具と連結されている撮像系
の一部である。一実施形態において、撮像系は、撮像装置と、光源と、光源に対して電力
を供給するための電源と、電源から光源に電力を伝送するための電力コンジットと、撮像
装置で検出された画像を伝送するための画像コンジットと、検出された画像を表示するた
めのモニターと、を具備する。
【００４０】
　一実施形態において、電力コンジットは導電ワイヤを具備し、この導電ワイヤは、電源
に接続された近位端と、光源に接続された遠位端と、を備える。一実施形態において、電
源はハンドル上に位置しており、電力コンジットの導電ワイヤは細長いシャフトを通って
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延在する。一実施形態において、画像コンジットは、検出された画像をモニターに伝送す
るための導電ワイヤ、光ファイバケーブル、又はワイヤレストランスミッタであり得る。
【００４１】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、アプリケー
タ器具の底部を画定するハウジングと、ハウジング内に配設された発射系であって第１の
軸に沿って遠位及び近位方向に移動可能な該発射系と、第１の軸に対して鋭角を画定する
第２の軸に沿ってハウジングから上方へ延在するハンドルであってアプリケータ器具の頂
部を画定する上端を有する該ハンドルと、を具備する。アプリケータ器具は、発射系を作
動させるためハンドル上に装着されたトリガと、ハウジングから延在する細長いシャフト
と、を具備するものであることが好ましい。細長いシャフトは、望ましくは非線形であり
、遠位区域を有し、アプリケータ器具の頂部に向かって上方へ延在する。
【００４２】
　一実施形態においては、細長いシャフトの遠位端にて画像を検出する目的で、撮像装置
がアプリケータ器具と連結されていることが好ましい。一実施形態において、光源は、細
長いシャフトの遠位端にて撮像装置の視界を照明するためのアプリケータ器具と連結され
ている。光源は、発光ダイオード、光ファイバケーブル、又は無影灯であり得る。
【００４３】
　一実施形態において、撮像装置及び光源は撮像系に統合される。撮像系はアプリケータ
器具に統合してもよいし、又はアプリケータ器具に取り付け可能なスタンドアロンシステ
ムであってもよい。一実施形態において、撮像系は、光源に対して電力を供給するための
電源と、電源から光源に電力を伝送するための電力コンジットと、撮像装置で検出された
画像を伝送するための画像コンジットと、検出された画像を表示するためのモニターと、
を具備する。
【００４４】
　一実施形態において、電力コンジットは導電ワイヤを具備し、この導電ワイヤは、電源
に接続された近位端と、光源に接続された遠位端と、を備える。電源はハンドル上に配設
されていてもよく、それにより、導電ワイヤが細長いシャフトを通って延在するようにな
っている。
【００４５】
　一実施形態において、画像コンジットは、検出された画像をモニターに伝送するための
導電ワイヤ、光ファイバケーブル、及びワイヤレストランスミッタであり得る。撮像装置
は、カメラ、光センサー、又は超音波センサーであり得る。
【００４６】
　一実施形態において、キャップの下側遠位縁は、細長いシャフトの遠位端にて外径に及
ぶ中央区域と、中央区域から横方向にかつ細長いシャフトの外径を超えて延在する第１の
延長部及び第２の延長部と、を備える。第１の横方向の延長部及び第２の横方向の延長部
は、キャップの底面から横方向に延在する凸状に湾曲した底面を有することが望ましい。
一実施形態において、キャップの近位端の外径は、細長いシャフトの外径の遠位端に合致
して適合するようになっている。
【００４７】
　一実施形態において、非線形の細長いシャフトは、第１の軸に沿って延在する近位区域
と、近位区域に対して相対的な角度に向けられる遠位区域と、を含み、アプリケータ器具
の頂部に向かって上方へ延在するようになっている。一実施形態においては、非線形の細
長いシャフトが湾曲して、細長いシャフトの遠位区域がアプリケータ器具の頂部に向かっ
て上方へ傾斜するようになっている。
【００４８】
　一実施形態において、撮像装置及び光源は、アプリケータ器具の細長いシャフトに対し
て着脱自在に取り付けられている内視鏡器具に組み込まれる。内視鏡器具は、撮像系の一
部であり得る。内視鏡器具は、非線形のアプリケータ器具の細長いシャフトの形状に適合
するように可撓性であるシャフトを具備し得る。一実施形態において、内視鏡器具は、ア
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プリケータ器具の細長い外側シャフトの非線形の構成に合致する恒久的な非線形の構成を
有する。
【００４９】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、アプリケー
タ器具の底部を画定するハウジングと、ハウジング内に配設された発射系であって第１の
軸に沿って遠位及び近位方向に移動可能な該発射系と、第１の軸に対して鋭角を画定する
第２の軸に沿ってハウジングから上方へ延在するハンドルであってアプリケータ器具の頂
部を画定する上端を有する該ハンドルと、発射系を作動させるためハンドル上に装着され
たトリガと、を具備する。アプリケータ器具は、ハウジングから延在する細長いシャフト
であってアプリケータ器具の頂部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する非線形の細
長いシャフトと、この細長いシャフトの遠位端に固着されたキャップであってそれによっ
て細長いシャフトの外径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有するキャップと、細長
いシャフトの遠位端にて画像を検出する目的でアプリケータ器具に取り付けられている撮
像装置と、アプリケータ器具の遠位端にて撮像装置の視界を照明する目的でアプリケータ
器具に取り付けられた光源と、を具備するものであることが好ましい。撮像装置及び光源
が、キャップ上に装着されていてもよい。
【００５０】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、ハウジング
と、ハウジングから遠位に延在する外径を有するシャフトと、シャフトの遠位端に固着さ
れたキャップと、を具備することが望ましい。キャップは、細長いシャフトの外径を超え
て横方向に延在する下側遠位縁を有し、かつ細長いシャフトの外径よりも大きい長さを有
することが好ましい。一実施形態において、キャップは、下側遠位縁から上方へかつ近位
に傾斜する遠位端面を有することが望ましく、それにより、外科用締結具を分与する目的
で遠位端面内に形成された外科用締結具送達窓がキャップに具備されていることが好まし
い。一実施形態において、アプリケータ器具は、シャフトの遠位端にて画像を検出するた
めの撮像装置搭載の撮像系と、シャフトの遠位端にて撮像装置の視界を照明するための光
源と、を具備することが好ましい。撮像装置及び／又は光源は、キャップに統合されてい
てもよい。
【００５１】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、トリガをハンドル及び発射系に連結する連
結部を備える。一実施形態において、連結部は、第１の軸に対して鋭角を画定する第３の
軸に沿って延在する線形経路であってハンドルの第２の軸に垂直な該線形経路に対して、
トリガの動きを拘束するものであることが好ましい。
【００５２】
　一実施形態において、トリガは第３の軸に沿って延在する線形経路に沿って移動可能で
あり、トリガをアプリケータ器具の近位端に向かって移動させて、連結部がアクティブ化
されると、発射系がアプリケータ器具の遠位端に向かって第１の軸に沿って移動する。
【００５３】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、細長いシャフトの内部に配設されていてか
つその細長いシャフトの全長に沿って延在する案内部材を具備するものであることが望ま
しい。案内部材は、或る角度をなすか又は湾曲していてもよい。一実施形態において、案
内部材は湾曲していて、案内部材の全長に沿って延在する湾曲したコンジットを有する。
湾曲したコンジットは、外科用締結具を細長いシャフトの遠位端に向かって前進させるた
めの前進チャネルと、細長いシャフトの遠位端から外科用締結具を一度に１つずつ分与す
るための発射チャネルと、を具備し得る。
【００５４】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、好ましくは、アドバンサー要素チャネル内
に配設され、かつ外科用締結具を細長いシャフトの遠位端に向かって前進させるため遠位
及び近位方向に移動可能なアドバンサー要素と、アドバンサー要素チャネル内に配設され
ていて、かつ外科用締結具が細長いシャフトの近位端に向かって移動するのを防ぐためア
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ドバンサー要素に対向している抗後退部材と、を具備する。
【００５５】
　一実施形態において、発射ロッドは発射チャネル内に配設されていて、かつ後退位置と
延長位置との間を移動でき、細長いシャフトの遠位端から先頭の外科用締結具が分与され
るようになっている。抗後退部材の最も遠位の端にステージングリーフが具備されていて
、そのステージングリーフが、アドバンサー要素から外科用締結具のうちの先頭の１つを
受容して発射ロッドに対して整列配置されるようにアドバンサー要素チャネルから発射チ
ャネルに移送するものであることが望ましい。アプリケータ器具は、案内部材に取り付け
られたワイヤステージングばねであって、ばね力を印加するためステージングリーフに接
触する遠位端を有する該ワイヤステージングばねを具備しており、ステージングリーフが
圧接されて発射チャネルに対して整列配置されるようになっていることが望ましい。
【００５６】
　一実施形態において、案内部材はその外側壁内に形成された窓を備え、この窓はステー
ジングリーフに対して整列配置されるものであることが望ましい。ワイヤステージングば
ねの遠位端は、好ましくは、窓を通過してステージングリーフに係合する。
【００５７】
　一実施形態において、アドバンサー要素及び抗後退部材は、扁平で細長い金属製スタン
ピングであり、このスタンピングから延在するタブは細長いシャフトの遠位端に向かって
突出している。一実施形態において、抗後退部材上のタブはアドバンサー要素に向かって
延在し、アドバンサー要素上のタブは抗後退部材に向かって延在する。
【００５８】
　一実施形態において、連結部はまた、上側ギヤ歯と下側ギヤ歯とを備える第１の回転リ
ンクであってトリガの上側部分の内部に配設されている該第１の回転リンクと、第１の回
転リンクをトリガの上側部分に旋回可能に固定する第１の旋回軸と、を具備し得る。連結
部はまた、上側ギヤ歯と下側ギヤ歯とを備える第２の回転リンクであってトリガの下側部
分の内部に配設されている該第２の回転リンクと、第２の回転リンクをトリガの下側部分
に旋回可能に固定する第１の旋回軸と、を具備し得る。第１の回転リンクの下側ギヤ歯は
、第２の回転リンクの上側ギヤ歯と噛み合って、トリガが圧入されたときに第１の回転リ
ンク及び第２の回転リンクを同じ速度にて回転させるものであることが好ましい。
【００５９】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、ハンドルの上端付近に位置していて第１の
回転リンクの上側ギヤ歯と噛み合う第１のラックと、アプリケータ器具のハウジングの上
端付近に位置していて第２の回転リンクの下側ギヤ歯と噛み合う第２のラックと、を具備
することが望ましい。
【００６０】
　一実施形態において、第１の細長いスロットは、ハンドルの上側区域内に形成されてい
て第１の旋回軸を受容するようになっている。第１の細長いスロットは、第３の軸に平行
な第４の軸に沿って延在し、第１の旋回軸が第１の細長いスロットの内部にて近位方向及
び遠位方向に移動可能であることが望ましい。一実施形態において、第２の細長いスロッ
トはハンドルの下側区域内に形成されており、第２の旋回軸を受容するようになっている
。第２の細長いスロットは、第３の軸及び第４の軸の両方に平行な第５の軸に沿って延在
し、第２の旋回軸が第２の細長いスロットの内部にて近位方向及び遠位方向に移動可能で
あることが好ましい。一実施形態においては、トリガが圧入されると、第１及び第２の旋
回は、それぞれの第１及び第２の細長いスロットを通ってかつアプリケータ器具の近位端
に向かって同時に移動することが望ましい。第１及び第２の細長いスロットは、２つの回
転リンクが同じ速度にて回転することを保証するものであり、前掲の実施形態に記載され
ているギヤ歯及びラックの代わりに使用してもよい。
【００６１】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、トリガの下端に接続されたトリガラックで
あって第３の軸に沿って遠位方向及び近位方向にトリガと同時に移動する該トリガラック
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と、トリガラックと噛み合う第１の一連のギヤ歯と摺動ヨーク上の歯と噛み合う第２の一
連のギヤ歯とを有する駆動歯車であって第１の軸に沿って遠位方向及び近位方向に摺動す
る該駆動歯車と、を具備するものであることが望ましい。トリガラックをトリガコンポー
ネントから分離することで、幾らかの量の遊びが確保され、２つのコンポーネント間の回
転を可能にしている。更に、別個のコンポーネントとしてのトリガラックは、強度の大き
い材料から経済性の高い方式にて製造され得る。
【００６２】
　一実施形態においては、トリガが圧入されて近位に移動すると、駆動歯車が発射系を遠
位に移動させる。一実施形態においては、トリガが遠位に移動すると、駆動歯車は、発射
系が近位に移動することが望ましい。
【００６３】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、ハンドルの上端に位置するカウンタを具備
しており、アプリケータ器具から分与された外科用締結具の数、及び／又はアプリケータ
器具内に残っている外科用締結具の数が指示されるようになっていることが好ましい。一
実施形態において、カウンタは、ハンドルの上端に形成されたカウンタ窓と、カウンタ窓
を通して見える回転可能なディスクと、回転可能なディスクに接続された回転可能なギヤ
であって回転可能なディスクの下部に延在する歯を有する該ギヤと、ハンドルに対して旋
回可能に固着され、前方位置と後方位置とがトグルするようになっているロックアウトカ
ウンタと、を具備するものであることが望ましい。ロックアウトカウンタは、好ましくは
、前方位置にあるときに回転可能なギヤ歯に係合する第１の歯と、後方位置にあるときに
回転可能なギヤ歯に係合する第２の歯と、を有する。カウンタは、ロックアウトカウンタ
に接触するロックアウトカウンタばねを具備し、ロックアウトカウンタが前方位置に垂直
に圧接されるようになっていることが好ましい。一実施形態においては、トリガが完全に
圧入されると、第１の回転リンクが、ロックアウトカウンタに接触し、ロックアウトカウ
ンタばねの力を克服して、ロックアウトカウンタを後方位置にトグルさせ、それによって
、ロックアウトカウンタの第１及び第２の歯が回転可能なギヤの歯に係合して回転可能な
ディスクが回転するようになっている。カウンタがその計数サイクルを完了した後に、ロ
ックアウトカウンタ上のばね部材によって、回転リンクの付加的なオーバートラベルが可
能になる。
【００６４】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、アプリケー
タ器具の底部を画定するハウジングと、ハウジング内に配設された発射系であって遠位方
向及び近位方向に移動可能な該発射系と、ハウジングから上方へ延在してアプリケータ器
具の遠位端に向かって或る角度をなすハンドルであってアプリケータ器具の頂部を画定す
る上端を有する該ハンドルと、を具備するものであることが望ましい。アプリケータ器具
はアプリケータ器具の底部付近のハウジングから遠位に延在するシャフトを具備し、この
シャフトが、アプリケータ器具の長手方向軸に沿って延在する近位区域と、近位区域に対
して相対的な角度に向けられる遠位区域と、を備え、遠位区域がアプリケータ器具の頂部
に向かって上方へ延在するようになっていることが望ましい。複数の外科用締結具がシャ
フトの中に連続的に装填されるようになっていて、キャップがシャフトの遠位端に固着さ
れていて、このキャップが、下側遠位縁と、この下側遠位縁から上方へかつ近位に傾斜す
る遠位面と、を備えていることが好ましい。キャップは遠位端面内に形成された送達窓を
備え、この送達窓が、下側遠位縁から離隔される下端を有するものであることが好ましい
。達窓を通して外科用締結具を分与するための発射系を作動させる目的で、トリガがハン
ドル上に装着されていることが望ましい。
【００６５】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、シャフトの内部に配設されていて、シャフ
トの全長に沿って延在する案内部材を具備し、この案内部材が、案内部材の全長に沿って
延在する湾曲状のコンジットを有するものであることが好ましい。湾曲状のコンジットは
、外科用締結具をシャフトの遠位端に向かって前進させるための前進チャネルと、外科用
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締結具をキャップの分与窓を通して分与するための発射チャネルと、を具備するものであ
ることが望ましい。アドバンサー要素は、アドバンサー要素チャネル内に配設されていて
遠位方向及び近位方向に移動可能で、外科用締結具をシャフトの遠位端に向かって前進さ
せるものであることが好ましく、停留の抗後退部材は、アドバンサー要素チャネル内に配
設されていて、外科用締結具がシャフトの近位端に向かって移動するのを防ぐアドバンサ
ー要素に対向していることが好ましい。
【００６６】
　一実施形態において、発射ロッド発射チャネル内に配設されていて、かつ後退位置と延
長位置との間を移動でき、シャフトの遠位端から外科用締結具が分与されるようになって
いる。停留の抗後退部材がその遠位端にステージングリーフを具備していて、そのステー
ジングリーフが、アドバンサー要素から外科用締結具のうちの先頭の１つを受容して発射
ロッドに対して整列配置されるようにアドバンサー要素チャネルから発射チャネルに移送
するものであることが好ましい。一実施形態において、ワイヤステージングばねは、案内
部材に取り付けられていて、ステージングリーフに接触する遠位端を有しており、ステー
ジングリーフが圧接されて発射チャネルに対して整列配置されるようになっている。
【００６７】
　一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具は、ハウジング
と、ハウジング内に配設された発射系と、発射系を作動させるためハウジングに連結され
たアクチュエータと、ハウジングから延在する細長いシャフトと、外径を有する細長いシ
ャフトと、細長いシャフトの遠位端に固着されたキャップと、を具備し、該キャップが、
細長いシャフトの外径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有する。
【００６８】
　一実施形態において、ハウジングはアプリケータ器具の底部を画定している。アプリケ
ータ器具は、ハウジングから上方へ延在して或る角度をなす又は細長いシャフトの遠位端
の方へ傾くハンドルを有することが好ましい。一実施形態において、ハンドルは、アプリ
ケータ器具の頂部を画定する上端を備える。アクチュエータは、ハンドルに装着されたト
リガであり得る。
【００６９】
　発射系は、ハウジング内に配設されていて、かつ第１の軸に沿って遠位方向及び近位方
向に移動可能なものであることが望ましい。ハンドルは、第１の軸に対して約７０～８０
°、より好ましくは約７５°の鋭角を画定する第２の軸に沿って延在することが好ましい
。
【００７０】
　一実施形態において、キャップの下側遠位縁の長さは、細長いシャフトの外径よりも大
きいことが望ましい。一実施形態において、キャップは、下側遠位縁から上方へかつ近位
に傾斜する遠位端面を有する。
【００７１】
　一実施形態において、キャップは、遠位端面内に形成された外科用締結具送達窓を有し
ていて、外科用締結具を分与するようになっていることが望ましい。送達窓は、下側遠位
縁から離隔される下端を有することが望ましい。一実施形態において、キャップは底面を
有し、キャップの下側遠位縁はキャップの底面と送達窓の下端との間に延在する厚さを有
する。
【００７２】
　一実施形態において、キャップの近位端は外径が約６～１２ｍｍ、より好ましくは約８
ｍｍであり、この場合、細長いシャフトの外径に合致して適合する。
【００７３】
　一実施形態においては、細長いシャフトがハウジングに装着されていて、ハウジングか
ら遠位に延在する。一実施形態において、細長いシャフトは、第１の軸に沿って延在する
近位区域と、近位区域に対して相対的な角度に向けられる遠位区域と、を有し、この遠位
区域はアプリケータ器具の頂部に向かって上方へ延在するようになっている。一実施形態
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において、細長いシャフトは、近位シャフト区域と遠位シャフト区域との間に位置する湾
曲部を有する。
【００７４】
　本発明のこれら及びその他の好ましい実施形態は、下記に詳しく記述される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具の
左側面図を示す。
【図２】本発明の一実施形態による、外科的手技中の図１のアプリケータ器具の右側の斜
視図を示す。
【図３】本発明の一実施形態による、図１及び２に示すアプリケータ器具から分与される
外科用締結具の斜視図を示す。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具
の近位端の右側立面図であり、内部コンポーネントが見えるようにハンドルの右半分を除
去して示してある。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、図４Ａのアプリケータ器具の近位端を示す。トリ
ガ及び２ステップ式駆動歯車を透明に示してある。
【図４Ｃ】図４Ａに示すアプリケータ器具の近位端の斜視図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するアプリケータ器具から分
与された外科用締結具の数を計数するためのカウンタを示す。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するアプリケータ器具から分
与された外科用締結具の数を計数するためのカウンタを示す。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するアプリケータ器具から分
与された外科用締結具の数を計数するためのカウンタを示す。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による、発射サイクルの第１のステージにおけるアプリケ
ータ器具を示す。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による、発射サイクルの第２のステージにおけるアプリケ
ータ器具を示す。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による、発射サイクルの第３のステージにおけるアプリケ
ータ器具を示す。
【図６Ｄ】本発明の一実施形態による、発射サイクルの第４のステージにおけるアプリケ
ータ器具を示す。
【図６Ｅ】本発明の一実施形態による、発射サイクルの第５のステージにおけるアプリケ
ータ器具を示す。
【図６Ａ－１】図６Ａに示す発射サイクルの第１のステージにおける図５Ａ～５Ｃのカウ
ンタを示す。
【図６Ｂ－１】図６Ｂに示す発射サイクルの第２のステージにおいて回転リンクがカウン
タに接触し始めた際のカウンタを示す。
【図６Ｃ－１】図６Ｃに示す発射サイクルの第３のステージにおいてカウンタがドエルビ
ームを偏向させ始めた際のカウンタを示す。
【図６Ｄ－１】図６Ｄに示す発射サイクルの第４のステージにおいてカウンタが後方位置
に旋回した際のカウンタを示す。
【図６Ｅ－１】図６Ｅに示す発射サイクルの第５のステージにおいてカウンタのドエルビ
ームが回転リンクを介して更に偏向した際のカウンタを示す。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、最後の外科用締結具が送達される際の図５Ａ～５
Ｃのカウンタの動作を示す。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、最後の外科用締結具が送達される際の図５Ａ～５
Ｃのカウンタの動作を示す。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態による、最後の外科用締結具が送達される際の図５Ａ～５
Ｃのカウンタの動作を示す。
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【図８】本発明の一実施形態による、外科用締結具をアプリケータ器具の遠位端に向かっ
て前進させるため前後に循環するアドバンサー要素、及び外科用締結具が近位に移動する
のを防ぐための抗後退部材の側立面図を示す。
【図９】本発明の一実施形態による、図８に示すアドバンサー要素及び抗後退部材を具備
するアプリケータ器具の細長いシャフトの断面図を示す。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具のシャフトの内部に配設され
ている右案内部材の遠位端の断面図であり、図８に示すアドバンサー要素及び抗後退部材
を具備させて示してある。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態による、ワイヤステージングばねを案内部材に固定させ
て示した、図１０Ａの右案内部材である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の遠位端であり、左案内部材
と、ワイヤステージングばねと、外科用締結具分与用の窓を有するキャップと、を具備さ
せて示してある。
【図１１Ｂ】図１１Ａの底面図を示す。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態による、発射ロッドの遠位端にて、先頭の外科用締結具
を挿入フォークに整合させるための方法を示す。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態による、発射ロッドの遠位端にて、先頭の外科用締結具
を挿入フォークに整合させるための方法を示す。
【図１２Ｃ】本発明の一実施形態による、発射ロッドの遠位端にて、先頭の外科用締結具
を挿入フォークに整合させるための方法を示す。
【図１２Ｄ】本発明の一実施形態による、発射ロッドの遠位端にて、先頭の外科用締結具
を挿入フォークに整合させるための方法を示す。
【図１２Ｅ】本発明の一実施形態による、発射ロッドの遠位端にて、先頭の外科用締結具
を挿入フォークに整合させるための方法を示す。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の細長いシャフトの遠位端に
固着されたキャップの斜視図を示す。
【図１３Ｂ】図１３Ａの底面図を示す。
【図１３Ｃ】図１３Ａに示すキャップの断面図である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態による、開いたスカートメッシュの上面図であり、アプ
リケータ器具の遠位端を、開いたスカートメッシュの中央開口部に挿入して示してある。
【図１４Ｂ】図１４Ａの拡大断面図を示す。
【図１４Ｃ】本発明の一実施形態による、開いたスカートメッシュを外科的開口部に挿入
し、アプリケータ器具をメッシュの固定に用いた、観血的なヘルニア修復手技のステージ
の図を示す。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態による、細長いシャフトを有するアプリケータ器具の左
側面図であり、細長いシャフトの遠位端にキャップを固着して示してある。
【図１５Ｂ】図１５Ａに示すキャップの斜視図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｂに示すキャップの上面斜視図である。
【図１６】本発明の一実施形態による、図１５Ａ～１５Ｃのアプリケータ器具の遠位端に
おけるキャップを、開いたスカートメッシュの頂部メッシュ片と底部メッシュ片との間に
挿入して示してある。
【図１７】本発明の一実施形態による、細長いシャフトを有する回転可能なアプリケータ
器具を示す。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の細長いシャフトの遠位端に
固定可能な一体丁番を使用した、縁部アダプタキャップを示す。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の細長いシャフトの遠位端に
固定可能な一体丁番を使用した、縁部アダプタキャップを示す。
【図１８Ｃ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の細長いシャフトの遠位端に
固定可能な一体丁番を使用した、縁部アダプタキャップを示す。
【図１９】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具
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の遠位端の側面図であり、湾曲状外側シャフトと、湾曲状外側シャフトの遠位端の方向を
湾曲状外側シャフトの近位端に対して変化させるためのシャフト回転要素と、を本アプリ
ケータ器具に具備させて示してある。
【図２０】アプリケータ器具の遠位端の断面図であり、図１９に示す湾曲状の外側シャフ
トを具備させて示してある。
【図２１】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具
の遠位端の斜視図であり、咬合要素と、外側シャフトの遠位端の方向を外側シャフトの近
位端に対して変化させるための外側シャフト回転要素と、を本アプリケータ器具に具備さ
せて示してある。
【図２２】図２１に示した外側シャフトの断面図である。
【図２３】本発明の一実施形態による、物体撮像系を備える、外科用締結具を分与するた
めのアプリケータ器具を示す。
【図２４】本発明の一実施形態による、細長いシャフトの遠位端に位置する撮像装置を備
える、図２３のアプリケータ器具用の細長いシャフトを示す。
【図２５Ａ】本発明の一実施形態による、撮像装置と光源とを具備するキャップの正面斜
視図であり、このキャップをアプリケータ器具の細長いシャフトの遠位端に固着して示し
てある。
【図２５Ｂ】図２５Ａに示すキャップの正面図である。
【図２５Ｃ】図２５Ａに示すキャップの左側面図である。
【図２５Ｄ】図２５Ａに示すキャップの上面図である。
【図２５Ｅ】図２５Ｄの線２５Ｅ－２５Ｅに沿って切り取った、図２５Ｄに示すキャップ
の断面図である。
【図２６】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の撮像系の概略図を示す。
【図２７】本発明の一実施形態による、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具
、及びアプリケータ器具取り付け可能な撮像装置を有する内視鏡器具の側立面図である。
【図２８Ａ】本発明の一実施形態による、図２７に示す内視鏡器具の遠位端を示す。
【図２８Ｂ】図２８Ａに示す内視鏡器具の遠位端の概略図を示す。
【図２９】本発明の一実施形態による、撮像装置を備える内視鏡器具をアプリケータ器具
に取り付けるためのクリップを示す。
【図３０Ａ】本発明の一実施形態による、アプリケータ器具の側立面図であり、撮像装置
を備える内視鏡器具を、アプリケータ器具に取り付けて示してある。
【図３０Ｂ】図３０Ａに示すアプリケータ器具及び内視鏡器具の背面斜視図である。
【図３０Ｃ】図３０Ａ及び３０Ｂに示すアプリケータ器具及び内視鏡器具の正面斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　図１を参照すると、一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケータ
器具３０は、近位端３２と、遠位端３４と、近位端及び遠位端の間に延在する長手方向軸
Ａ１－Ａ１と、を有して構成される。アプリケータ器具３０は、ハウジング３５と、この
ハウジングから上方へ延在するハンドル３６と、このハンドル上に装着されたトリガ３８
と、ハウジング３５から遠位に延在する細長いシャフト４０と、を具備することが望まし
い。細長いシャフト４０は、アプリケータ器具長手方向軸Ａ１－Ａ１に沿って延在する第
１の区域４２と、第１の区域４２に対して或る角度をなす又は湾曲した第２の区域４４と
、を具備する。
【００７７】
　一実施形態において、キャップ４６は、細長いシャフト４０の遠位端に固着されている
。キャップ４６は、好ましくは、キャップの下側遠位縁から離れる向きにかつアプリケー
タ器具３０の近位端３２に向かって傾斜する遠位面４８を有する。
【００７８】
　一実施形態において、ハンドル３６に備わる上端５０には、分与された外科用締結具の
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数、及び／又はアプリケータ器具内に装填されたままになっている外科用締結具の数を指
示するカウンタ５２が含まれる。一実施形態において、最後の外科用締結具が分与される
と、カウンタ５２は、アプリケータ器具を今後使用されないようにロックする。一実施形
態においては、ハンドル３６の上端５０にてカウンタ５２を視認でき、分与された外科用
締結具の数が視覚的に示されるようになっている。アプリケータ器具の頂部３０はハンド
ルの上端で画定されている。ハウジング３５は、アプリケータ器具の底部３０を画定する
下端５４を有する。
【００７９】
　一実施形態において、ハンドル３６は、アプリケータ器具３０の遠位端３４の方へ傾斜
して、外科医が肘及び手首を中立位置に維持できるように外科医のためにエルゴノミクス
を良好にするものであることが好ましい。一実施形態において、ハンドル３６は、好まし
くは、長手方向軸Ａ２－Ａ２に沿って延在し、アプリケータ器具の長手方向軸Ａ１－Ａ１

に対して鋭角α１を画定する。一実施形態において、角度α１は約７０～８０°、より好
ましくは約７５°である。外科的手技の間、ハウジング３５の下端５４は患者の方に向く
ことが好ましく、ハンドル３６の上端５０は、患者とは逆の方に向くことが好ましい。
【００８０】
　図２を参照すると、一実施形態において、図１に示すアプリケータ器具３０は、観血的
なヘルニア修復手技などの外科的手技の間、外科用締結具を分与する目的に使用され得る
。一実施形態において、アプリケータ器具３０は、シャフト４０内に予め装填された複数
の外科用締結具を具備し、これらの外科用締結具は、トリガ３８が圧入されたときに分与
されるようになっている。一実施形態において、トリガ３８が圧入されるたびに外科用締
結具が１つずつ分与されるようになっている。一実施形態においては、外科用締結具を分
与するためのアプリケータ器具３０を用い、外科用メッシュなどのメッシュを患者の軟質
組織に固定させる。
【００８１】
　図２において、シャフト４０の角度付き第２の区域４４は、外科的開口部に挿入されて
いる。ハウジング３５の下端５４は患者の方に向いており、ハンドル３６の上端５０は患
者とは反対側の方に向いている。外科医はハンドル３６を把持してトリガ３８を圧入する
ことによって、シャフト４０の遠位端から外科用締結具を分与することができる。一実施
形態において、外科医はトリガ３８を近位に（即ち、アプリケータ器具の近位端３２に向
かって）牽引して、外科用締結具が分与されるようにする。外科医は、アプリケータ器具
の遠位端と対向する患者の組織に抵抗圧を印加することが好ましい。一実施形態において
は、外科医がトリガ３８を近位に牽引するたびに外科用締結具が１つずつ分与され、トリ
ガが解放されて遠位に戻されると系が発射サイクルを終了する。
【００８２】
　シャフト４０の第２の区域４４は、シャフトの第１の区域４２に対して湾曲し、かつ／
又は或る角度をなしており、外科用締結具が軟質組織内に正確に配されるのを促すように
なっていることが好ましい。一実施形態においては、観血的な外科修復手技中に腹壁ヘル
ニアを扱えるようにアプリケータ器具３０が使用される。周辺シームにて一体に接合され
る頂部メッシュ片と底部メッシュ片とを有する開いたスカートメッシュのポケットに、湾
曲状シャフト４０の最も遠位の端を挿入すると、その結果として、外科用締結具が、アプ
リケータ器具の遠位端から分与され、頂部メッシュ片が軟質組織に固着されるようになる
。
【００８３】
　一実施形態において、ハンドル３６及びトリガ３８は、アプリケータ器具のハウジング
３５よりも上に位置付けられる。この構成では、外科医に複数のメリットがもたらされる
ような位置に、トリガ３８が配される。第１に、外科医の肘を中立位置に置くことが可能
になるような位置に、ハンドル３６が位置付けられる。ハンドル３６はまた、アプリケー
タ器具３０の遠位端３４に向かって前方に或る角度をなし、外科医の手首に対して中立位
置になるように促される。加えて、ハンドルの位置３６をアプリケータ器具３０のハウジ
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ング３５よりも上に位置付ければ、開腹手技において特に好ましいとされるように、ハウ
ジング３５の底部端５２から患者の身体を遠ざけておくことができる。
【００８４】
　一実施形態において、シャフト４０を上方へ湾曲させ、かつアプリケータ器具の遠位端
３４に向かってハンドル３６を順方向の角形成又は傾斜させて相互に補うことによって、
外科用締結具が上昇軌道に沿って意図された固定方向に送達されるように促される。
【００８５】
　一実施形態において、アプリケータ器具３０は、複数の外科用締結具を内部に格納して
構成される多発射型装置であり、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第Ｕ
Ｓ　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　
２０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第２０１
１／０７９６２７号に開示されており、その開示内容は本明細書において参照により援用
されている。一実施形態において、アプリケータ器具は、シャフト４０の全長に沿って逐
次的に格納される複数の外科用締結具を具備する。シャフト４０は、好ましくは、タブ付
き機構を有する一対の扁平なスタンピングを内部に組み込んで構成される。扁平なスタン
ピングのうちの１つは、シャフト４０の内部において外科用締結具が近位に移動するのを
防ぐため停留している。他の扁平なスタンピングは、トリガ３８が圧入され、次いで釈放
されるたびに遠位方向及び近位方向に循環するため、シャフト４０の全長に沿って外科用
締結具が増分的に前進するように促される。スタンピングの扁平性を備えるため、スタン
ピングに可撓性がもたらされ、スタンピングが屈曲してシャフトの湾曲に適合すると同時
に、シャフト４０で画定された湾曲状の経路に沿って外科用締結具が案内される。
【００８６】
　一実施形態において、アプリケータ器具は、外科用締結具に合わせて湾曲状の移動経路
を画定する成形ガイドコンポーネントを具備する。扁平なスタンピングは、成形ガイドコ
ンポーネントの内部に配される。成形ガイドコンポーネントは、外科用締結具がシャフト
４０を通って遠位に移動する際に外科用締結具、アドバンサー要素及び抗後退部材に対す
る摩擦及び歪曲を最小限に抑えるものであることが好ましい。一実施形態において、ガイ
ドコンポーネントは成形プラスチック製であり、細長いシャフト４０を通って延在するコ
ンジットの内部に収容されるように一体に組み立てられる両半分を含む。
【００８７】
　図３を参照すると、一実施形態において、複数の外科用締結具は、図１及び２に示すア
プリケータ器具３０のシャフト内に予め装填される。単一の外科用締結具６０は、リング
先細端部間にメッシュ繊維を捕捉するため相互に離隔された一対の先細端部６６、６８を
有する近位端６２と遠位端６４とを備える。一実施形態において、外科用締結具６０は、
その開示内容が本明細書において参照により援用されている本願と同一の譲受人に譲渡さ
れた米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２
９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２
７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号に開示されている特徴のうちの１つ
以上を有する。
【００８８】
　図４Ａ及び４Ｂを参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３０は、発射系
を収容するハウジング３５と、ハウジングから上方へ突出するハンドル３６と、を具備し
ており、それによって、ハンドルの上端５０にカウンタ５２が収容されるようになってい
る。ハンドルに具備されるトリガ３８は、線形経路に沿ってアプリケータ器具３０の近位
端３２に向かって牽引されるように適応されている。一実施形態において、トリガ３８は
、アプリケータ器具３０の長手方向軸Ａ１－Ａ１に対して約１０～２０°、より好ましく
は約１５°の角度α２を画定する線形経路Ａ３－Ａ３に沿って移動するように適応されて
いる。
【００８９】
　一実施形態において、アプリケータ器具３０は、ばねブロック７２を有する発射系７０
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と、発射ロッド７４と、トリガ３８が圧入されたときにエネルギーを貯蔵する発射ばねと
、を具備する。発射系７０は、その開示内容が本明細書において参照により援用されてい
る、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１
５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号
、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号に
開示されているものと同様な１つ以上の特徴を有することが好ましい。発射系７０は、軸
Ａ３－Ａ３に沿ってトリガと共に近位及び遠位に摺動するトリガラック７６を介してトリ
ガと連結されているものであることが望ましい。トリガラックは駆動歯車７８と連結され
ており、この駆動歯車は、トリガ３８がアプリケータ器具の近位端に向かって圧入された
ときに反時計回り方向に回転し、トリガ３８が解放されてアプリケータ器具の遠位端に向
かって遠位に移動したときに時計回り方向に回転する。駆動歯車７８は、摺動ヨーク８２
の上端に設けられた歯と噛み合う外部ギヤ歯８０を有する。駆動歯車７８が反時計回り方
向に回転すると、ヨーク８２は軸Ａ１－Ａ１に沿って遠位方向に摺動する。駆動歯車７８
が時計回り方向に回転すると、ヨーク８２は軸Ａ１－Ａ１に沿って近位方向に、好ましく
は０．９対１．５の歯車比で摺動する。
【００９０】
　一実施形態において、アプリケータ器具３０は、その出願の開示内容が本明細書におい
て参照により援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ
　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２
０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２
０１１／０７９６２７号に開示されているサブアセンブリと同様なラチェットばねを有す
るラチェット歯止め８４を具備する。ラチェット歯止め８４を用いることにより、摺動ヨ
ーク８２がその最も遠位の位置に移動した後で方向を変えて近位に移動し、図４Ａに示す
元の位置に戻ることが可能になる。
【００９１】
　一実施形態において、アプリケータ器具３０は、トリガ３８を垂直に圧接して遠位に移
動させるトリガ戻しばね８６を具備する。トリガ戻しばね８６は、ハンドル３６の成形部
分の内部に固着されている第１のアーム８８と、好ましくはトリガ３８に係合する第２の
アーム９０と、を具備する。一実施形態において、トリガ３８の近位端は、タブ９２と、
そのタブに係合する第２のアーム９０と、を有し、トリガが遠位に垂直に圧接されるよう
になっている。トリガ３８が圧入されるとトリガ戻しばね８６にエネルギーが貯蔵され、
トリガが解放されたときに貯蔵済みエネルギーがトリガに戻されてトリガが遠位に移動す
るようになっていることが好ましい。別の実施形態において、トリガ戻しばね８６は、回
転リンク１１０及び１１２に対して直接に作用する。
【００９２】
　一実施形態において、カウンタ５２は、ギヤ歯９６を有する回転可能なディスク９４を
具備する。カウンタ５２は、ハンドル３６の上端５０内に形成されている窓９８を備え、
回転可能なディスク９４の頂部表面への視覚的アクセスを提供している。カウンタは、ロ
ックアウトピン１００と、ロックアウトピンに接触するロックアウトピンばね（不図示）
とを具備するものであることが望ましい。アプリケータ器具は、ロックアウトピン１００
の一部分を部分的に被覆するロックアウトピンカバー１０２を具備するものであることが
望ましい。
【００９３】
　一実施形態において、カウンタ５２はロックアウトカウンタ１０４を有し、このロック
アウトカウンタは、ロックアウトカウンタの旋回軸１０６を介してハンドル３６に対して
旋回可能に固着されている。カウンタ５２はまた、ロックアウトカウンタ１０４を垂直に
圧接し、アプリケータ器具３０の遠位端に向かって旋回するロックアウトカウンタばね１
０８を具備する。ロックアウトカウンタ１０４は、各発射サイクルにおいて旋回軸１０６
の周りを前後にトグルするように適応されている。
【００９４】
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　図４Ｂは、図４Ａのアプリケータ器具３０を示す。第１の回転リンク１１０、及びトリ
ガ３８と連結されている第２の回転リンク１１２がはっきり見えるように。トリガを透明
に示してある。一実施形態において、第１の回転リンク１１０は、トリガ３８の内部に配
設されていて、第１の旋回軸１１４を介してトリガ３８に対して旋回可能に固着されてい
る。第１の回転リンク１１０の上端１１６は上側ギヤ歯１１８を有し、この上側ギヤ歯は
ハンドルの上端３６の内部に位置するラック１２０と噛み合う。第１の回転リンク１１０
の下端１２２は、下側ギヤ歯１２４を有する。トリガ３８には第１の内部スロット１２５
を形成して構成してあり、この第１の内部スロットは、組立中に第１の旋回軸１１４を受
容するように適応されている。旋回軸１１４は、組立中に第１の内部スロット１２５の「
スナップ嵌め」機構を通過する。これにより、２つの回転リンク１１０、１１２が旋回可
能に固着されることが保証される。
【００９５】
　第２の回転リンク１１２は、第２の旋回軸１２６を介してトリガ３８に対して旋回可能
に固着されている。第２の回転リンク１１２に備わる上端１２８は、第１の回転リンク１
１０の下側ギヤ歯１２４と噛み合う上側ギヤ歯１３０を有する。第１の回転リンク及び第
２の回転リンク１１０、１１２は、反対側のギヤ歯１２４、１３０を介して相互に連結さ
れており、これにより、第１の回転リンク及び第２の回転リンク１１０、１１２が同じ速
度にて回転することが保証される。第２の回転リンク１１２は、底部歯１３４を有する下
端１３２を有し、この底部歯は、ハウジング３５（不図示）より上に配設されている第２
のラックに成形された反対側の歯と噛み合う。トリガ３８は、組立中に第２の旋回軸１２
６を受容する第２の成形スロット１３６を具備する。旋回軸１１４は、組立中に内部スロ
ット１３６の「スナップ嵌め」機構を通過する。これにより、２つの回転リンク１１０、
１１２が旋回可能に固着されることが保証される。更に、回転ギヤのリンク１１０、１１
２は対合のオフセット歯１２４、１３０を有し、同じ鋳型で作製された２つのギヤ間の同
期化タイミングを可能にしている。
【００９６】
　ハンドル３６の内部の第１の回転リンク及び第２の回転リンク１１０、１１２の構成、
並びに第１の回転リンク及び第２の回転リンクとトリガ３８との旋回接続は、トリガ３８
が単一の線形経路、即ち、軸Ａ３－Ａ３に沿って移動することを可能にしている。トリガ
の線形の動き３８によって、圧入力がトリガの全長に沿って集中し、それにより、トリガ
がバインドされる可能性が最小限に抑えられる場合でも、トリガを圧入するのに必要とさ
れる力及び距離が一貫性のある状態に維持される。
【００９７】
　図４Ｃを参照すると、一実施形態において、トリガ戻しばね８６はトリガ３８を垂直に
圧接して遠位に移動させる。トリガ戻しばね８６は、ハンドル３６の成形部分の内部に固
着された第１のアーム８８と、トリガ３８の近位面にてタブ９２に係合する第２のアーム
９０と、を有する。トリガがアプリケータ器具３０の近位端３２に向かって牽引されると
、タブ９２はトリガ戻しばね８６の第２のアーム９０を圧接し、ばね８６内にエネルギー
が格納されるように近位に移動する。外科用締結具を分与するため、トリガ３８はその最
も近位の位置に牽引された後、トリガ３８を解放することができ、その結果としてばね８
６の第２のアーム９０がトリガ３８を圧接して遠位に移動させ、トリガが図４Ｃに示す元
の位置に戻るようになっている。
【００９８】
　一実施形態において、ハウジング３５及びハンドル３６は、一体に組み立てられる左及
び右の半分を具備する。一実施形態において、ハンドルの半分は、プレス嵌めピンで一体
に組み立てられる。一実施形態において、トリガ３８は、ハウジング及びハンドルの左及
び右の半分の間に捕捉される。一実施形態において、トリガ３８は、全長が約２．３ｃｍ
（０．９インチ）線形経路に沿って遠位方向及び近位方向に移動する。アプリケータ器具
は、線形経路Ａ３－Ａ３に沿ってトリガの近位及び遠位の動きを休止させるトリガラック
７６の線形移動経路の近位端及び遠位端にて物理的ストップ部を有するものであることが



(23) JP 6138923 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

好ましい。一実施形態において、左及び右半分は、ガラス強化ポリカーボネートなどのポ
リマー製であることが望ましい。一実施形態において、トリガはガラス強化ポリカーボネ
ートなどのポリマー材料製である。
【００９９】
　一実施形態において、ハウジング３５は、その開示内容が本明細書において参照により
援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／
０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２
９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７
９６２７号に開示されている発射ばね、ばねブロック及び発射ロッドを有する発射系を含
む。ばねブロック７２及び発射ロッド７４は、長手方向軸Ａ１－Ａ１に沿って遠位方向及
び近位方向に移動するように適応されている。
【０１００】
　図４Ｃを参照すると、一実施形態において、トリガ３８は、トリガラック７６上の２つ
のボス間に突出するトリガ３８から延在するタブを介してトリガラック７６に接続されて
いる。一実施形態において、トリガタブとトリガラックボスとの間の嵌合公差は、トリガ
とトリガラックとの間に許容される遊動が最小限にとどまるように精密で近似している。
２つの別個のトリガパーツが存在する場合、強度の大きい材料（例えば、ステンレススチ
ールなどの金属）をトリガラック７６に対して使用できる。加えて、トリガラックからト
リガタブを分離しておくことで、ユーザーがトリガ３８に対してかけた如何なる回転力も
、対象のトリガに対してのみ及び、トリガラック７６に対しては及ばずに済むようになる
。一実施形態においては、トリガラック７６がハンドルの左半分とハンドルの右半分との
間に捕捉され、駆動歯車７８に接触している。トリガラック７６は、トリガ３８の運動Ａ

３－Ａ３の軸に平行な軸に沿って摺動するように適応されている。一実施形態において、
トリガラック移動量は約２．３ｃｍ（０．９インチ）だけに制限され、遠位及び近位の両
方のストップ機構はハンドルの左半分以内に位置している。一実施形態において、トリガ
ラックはその下側にトリガラックギヤ歯を設けて構成されている。駆動歯車７８は、半径
の異なる２つの一連のギヤ歯を有し、２ステップ式ギヤ、及び駆動歯車７８のギヤのうち
小さい方に係合するトリガラックギヤ歯を提供する。
【０１０１】
　回転リンク１１０、１１２はそれぞれ、トリガ３８内の穴を通って反対側に突出する第
１及び第２の旋回軸１１４、１２６の周りを旋回する。回転リンク１１０、１１２はトリ
ガの機構を介して捕捉され、それらの回転リンクの回転運動がトリガの機構によって制限
を受けることが好ましい。回転リンクは対合の反対側のギヤ歯１２４、１３０を介して相
互に連結されており、トリガ３８の手の圧入エリアの略中央に位置付けられる。一実施形
態において、これらの整合ギヤ歯１２４、１３０は、歯幅がおよそ０．２５ｃｍ（０．１
インチ）、及び有効径が約２．２２ｃｍ（０．８７５インチ）である。これらの寸法及び
機構によって、第１の回転リンク及び第２の回転リンク１１０、１１２が移動中に相互に
ミラーリングされ得る。また、第１の回転リンク及び第２の回転リンク１１０、１１２は
それぞれ外側ギヤ歯１１８、１３４を有し、それらの外側ギヤ歯の歯幅は約０．２５ｃｍ
（０．１インチ）、有効径は約２．６４７ｃｍ（１．０４２インチ）である。これらの外
側ギヤ歯１１８、１３４は、ハンドルの半分（１つはハンドルの右半分、もう１つのハン
ドルの左半分）に形成された対応する反対側のラックギヤ機構と嵌合するものであること
が望ましい。
【０１０２】
　第１の回転リンク及び第２の回転リンク１１０、１１２に対してギヤ機構を係合させタ
イミングを取ることによって、トリガ３８が軸Ａ３－Ａ３に沿って直線的に移動すること
が可能になり、また、トリガの手圧入エリアに沿って圧入力が不均一に印加されたときに
、中央点の周りをトリガが回転することが阻止され得る。トリガ機構が駆動歯車７８を介
してトリガの線形の動きを回転運動に変換できれば、摩擦及び如何なるバインドのリスク
も最小限に抑えられる。一実施形態において、第１の回転リンク及び第２の回転リンク１
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１０、１１２は、好ましくは、ガラス強化ポリカーボネートなどのポリマーから作製され
る。
【０１０３】
　一実施形態において、駆動歯車７８は、発射系７０のヨーク８２にトリガラック７６を
連結するものであることが望ましい。ヨーク８２及び発射系７０は、その開示内容が本明
細書において参照により援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願
公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同
第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同
第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号の発射系に開示されているものと同様なものであるこ
とが好ましい。駆動歯車は、軸Ａ３－Ａ３に沿ったトリガの運動を軸Ａ１－Ａ１に沿った
ヨークの運動に伝送することが好ましい。一実施形態において、これら２つの軸が約１５
°異なる場合、トリガ３８が軸Ａ３－Ａ３に沿って近位に動くと、ヨーク８２が軸Ａ１－
Ａ１に沿って遠位に動く。一実施形態において、駆動歯車７８は、トリガ移動量が２．３
ｃｍ（０．９インチ）の場合にヨーク移動量が３．８ｃｍ（１．５インチ）となる歯車比
を有する。一実施形態において、２ステップ式駆動歯車７８は、好ましくはステンレスス
チールなどの金属製である。ギヤは、金属性ピンの周りを回転するように、金属性ピンの
上に装着されていてもよい。一実施形態において、駆動歯車７８が周りを回転するピンは
、ハンドルの左半分とハンドルの右半分との間に位置付けられて拘束される。
【０１０４】
　一実施形態において、トリガ戻しばね８６はハンドルの内部に位置付けられ、その結果
、ハンドルの左半分とハンドルの右半分との間に延在するポスト上にばね８６のコイルが
捕捉される。トリガ戻しばねの第１のアームは、ハンドルの半分に対して固定され、ポケ
ットの内部に捕捉される。このポケットはハンドルの左半分の内部に形成されたものであ
ることが好ましい。トリガ戻しばねの第２の、即ち移動用アームは、その遠位端にてＬ湾
曲部を有し、前方遠位の位置に向かってトリガが圧接されるようにトリガに対してバイア
スされるものであることが望ましい。トリガ戻しばね８６は、約９０７．２６グラム（２
ポンド）の予圧、及び約４，０８２．３３グラム（９ポンド）の最終負荷がかかるような
力をトリガに対して及ぼすものであることが望ましい。１つの好ましい実施形態において
、トリガ戻しばね８６は、約２，２６７．９６グラム（約５ポンド）の予圧、及び約３，
１７５．１４グラム（約７ポンド）の最終負荷がかかるような力を及ぼす。一実施形態に
おいて、トリガ戻しばね８６は、ステンレススチールなどの金属製であることが望ましい
。
【０１０５】
　図５Ａ～５Ｃを参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３０はカウンタ５
２を具備し、このカウンタは、回転可能なディスク９４の下部に突出する回転可能なディ
スク９４及びギヤ歯９６を有する。窓９８がハンドル３６の上端５０内に形成されており
、回転可能なディスク９４の頂部表面への視覚的アクセスを提供している。カウンタ５２
はロックアウトピン１００を具備し、このロックアウトピンは、回転可能なディスク９４
内に形成されたスロットが回転してロックアウトピン１００の延長アーム１０１に対して
整列配置されたときに、軸Ｖ１－Ｖ１（図５Ａ）に沿って下降するように適応されている
。カウンタ５２はまた、ロックアウトピン１００の一部分上に延在するロックアウトピン
カバー１０２を具備する。
【０１０６】
　一実施形態において、カウンタ５２は、旋回軸点１０６を介してハンドルの左半分に対
して旋回可能に固着されたロックアウトカウンタ１０４を有する。ロックアウトカウンタ
ばね１０８は、ロックアウトカウンタ１０４の上端を垂直に圧接し、アプリケータ器具３
０の遠位端に向かって旋回する。発射サイクル中には、ロックアウトカウンタ１０４が前
後にトグルし、回転可能なディスク９４が１つの位置だけ回転して、１つの外科用締結具
が発射したことが示される。回転可能なディスク９４は、別の外科用締結具が分与される
たびに更に１つの位置が回転されるように適応されている。一実施形態において、ロック
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アウトカウンタ１０４は可撓性の片持梁１１５を有し、この片持梁が第１の回転リンク１
１０に係合することによって、ロックアウトカウンタ１０４が前方位置から後方位置にト
グルするようになっている。
【０１０７】
　図５Ｂを参照すると、ロックアウトカウンタ１０４は近位の歯１２０と遠位の歯１２２
とを有し、それらの歯は、回転可能なディスク９４の下部に突出するギヤ歯９６に係合す
るように適応されている。一実施形態において、ロックアウトカウンタ１０４が遠位に旋
回すると、近位の歯１２２がギヤ歯９６に係合し、ディスク９４がＲ１で示される方向に
半分の位置だけ回転するようになっている。一実施形態においては、トリガ３８が完全に
圧入されると、トリガがロックアウトカウンタ１０４に接触し、ロックアウトカウンタの
上端が近位方向に旋回し、その結果、遠位の歯１２２がギヤ９６に係合する。トリガ３８
が解放されて遠位に移動すると、ロックアウトカウンタばね１０８がロックアウトカウン
タ１０４の上端が遠位方向に旋回し、その結果、近位の歯１２０がギヤ歯９６に係合して
、ディスク９４が方向Ｒ１に半分の位置だけ回転するようになっている。一実施形態にお
いては、ロックアウトカウンタ１０４の上端が、図５Ｂに示す初期位置に対して近位に次
いで遠位に旋回するたびに、回転可能なディスク９４が１つの位置だけ回転する（１つの
外科用締結具が発射したことが示される）。一実施形態においては、最後の外科用締結具
が分与されると、ロックアウトピン１００が落下して、トリガ３８が近位の位置にロック
されるようになっている。
【０１０８】
　図５Ｃは、ハンドル３６の上端５０に形成された窓９８を示す。窓９８を介して、回転
可能なディスク９４の頂部表面に視覚的にアクセスすることによって、発射された外科用
締結具の数、及び／又はアプリケータ器具３０内に残っている外科用締結具の数が示され
る。
【０１０９】
　一実施形態において、本明細書に開示されているカウンタ及びロックアウトアセンブリ
は、その開示内容が本明細書において参照により援用されている、本願と同一の譲受人に
譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０
／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０
２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号に開示されている構造と概ね
同様のものである。
【０１１０】
　一実施形態において、ロックアウトピンばね及びロックアウトカウンタばねは、ステン
レススチールなどの金属製であることが望ましい。カウンタ５２のコンポーネントは、ポ
リマー材料、例えばアセタール、ＡＢＳ、ガラス強化アセタール、又はそれらの組み合わ
せから製造されることが好ましい。
【０１１１】
　図６Ａ及び６Ａ－１に示すアプリケータ器具３０に具備されているトリガ３８の位置と
カウンタ５２は、発射サイクルが開始された時点のものであり、この時点はまた本明細書
において発射サイクルの第１のステージとも呼ばれる。図６Ａにおいて、トリガ戻しばね
８６の第２のアーム９０は、トリガ３８のタブ９２に寄せかけてあり、それにより、トリ
ガを遠位にバイアスさせる予圧力が供給されている。トリガ３８は旋回軸１１４、１２６
及びトリガラック７６によって拘束され、軸Ａ３－Ａ３の線形経路に沿って移動する。一
方、トリガラック７６は、ハンドルの左半分に形成された遠位のストップ部７７を介した
遠位の動きによって拘束される。図６Ａ－１を参照すると、発射サイクルの開始時には、
カウンタ５２のロックアウトカウンタ１０４がロックアウトカウンタばね１０８を介して
遠位に旋回される。ロックアウトピン１００は、回転可能なディスク９４を介して支持さ
れる。
【０１１２】
　図６Ｂ及び６Ｂ－１は、発射サイクルの第２のステージにおけるアプリケータ器具３０
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を示す。トリガ３８が部分的に圧入されたため、トリガ３８及びトリガラック７６は、図
６Ａ及び６Ａ－１に示す開始位置から約１．２３ｃｍ（０．４８６インチ）近位に移動し
た。第１の回転リンク１１０が最初にロックアウトカウンタ１０４のドエルビーム１１５
に接触した。トリガ戻しばね８６の第２のアーム９０は、トリガ３８に対するばね力が増
強するように近位に屈曲した。軸Ａ３－Ａ３に沿って近位にトリガラック７６動かすと、
駆動歯車７８が反時計回り方向に回転し、それにより、軸Ａ１－Ａ１に沿って遠位にヨー
ク８２が前進し、結果として、発射ロッドを前進させると共に、エネルギーを発射系の発
射ばねに貯蔵することが可能になる。これは、その開示内容が本明細書において参照によ
り援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０
／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０
２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０
７９６２７号に開示されている。
【０１１３】
　図６Ｃ及び６Ｃ－１は、発射サイクルの第３のステージにおけるアプリケータ器具３０
を示す。トリガ３８が連続して圧入されたため、トリガ３８及びトリガラック７６は、発
射サイクルの開始時（図６Ａを参照）から近位に約１．３６ｃｍ（０．５３７インチ）移
動した。トリガラック７６が軸Ａ３－Ａ３に沿って更に近位に動くと、駆動歯車７８が更
に回転し、結果として、軸Ａ１－Ａ１に沿ったヨーク８２の対応する遠位の動きが発生す
る。ヨーク８２が遠位に移動すると、ばねブロック７２の内部に位置する発射ばね内にエ
ネルギーが貯蔵され得る。トリガ戻しばね８６の第２のアーム９０は、トリガ３８に対す
る戻り力が増強するように更に近位に屈曲した。第３のステージを通して、第１の回転リ
ンク１１０は、ロックアウトカウンタ１０４のドエルビーム１１５を近位に約０．０７３
７ｃｍ（０．０２９インチ）偏向させる。第１の回転リンク１１０がドエルビーム１１５
に印加した力は、ロックアウトカウンタばね１０８によって供給されるカウンタ力と均衡
し、その結果、ロックアウトカウンタ１０４は、図６Ｃ－１に示す前方位置から後方位置
へとトグルするように「プライミング（primed）」される。
【０１１４】
　図６Ｄ及び６Ｄ－１は、発射サイクルの第４のステージにおけるアプリケータ器具３０
を示す。トリガ３８が連続的に圧入されたため、トリガ３８及びトリガラック７６は近位
に約１．８２ｃｍ（０．７１６インチ）移動した。トリガ戻しばね８６の第２のアーム９
０は、トリガ３８に対する戻り力が増強するように更に近位に屈曲した。トリガラック７
６が軸Ａ３－Ａ３に沿って近位方向に線形に移動すると、駆動歯車７８が連続的に反時計
回りに回転し、それに対応してヨーク８２が軸Ａ１－Ａ１に沿ってアプリケータ器具３０
の遠位端に向かって遠位に摺動運動し、ばねブロック７２の内側にある発射ばね７５内に
更なるエネルギーが貯蔵される。第１の回転リンク１１０によって、ロックアウトカウン
タ１０４のドエルビーム１１５が約０．１１ｃｍ（０．０４４インチ）偏向した。この時
点で、ロックアウトカウンタ１０４のドエルビーム１１５に印加された後向きの力が、ロ
ックアウトカウンタばね１０８がかけたカウンタ力を克服し、その結果、ロックカウンタ
１０４の上端が後方位置へと近位にバイアスされる。ロックアウトカウンタ１０４が後方
位置にトグルすると、遠位の歯１２２がギヤ９６に係合して、回転可能なディスク９４を
ギヤ９６の歯の半分だけ回転するようになる。
【０１１５】
　図６Ｅ及び６Ｅ－１は、発射サイクルの第５のステージにおけるアプリケータ器具３０
を示す。トリガが連続して圧入されたため、トリガ３８及びトリガラック７６は、発射サ
イクルの開始時（図６Ａ）から近位に約２．３ｃｍ（０．９００インチ）移動した。トリ
ガラック７６の近位の摺動運動は、ハンドル３６に成形された近位のストップ部８５を介
して休止される。このステージでは、トリガラック７６が近位のストップ部８５に接触し
、トリガ３８及びトリガラック７６の近位の動きが完了する。トリガ戻しばね８６の第２
のアーム９０は、トリガ３８に対する戻り力がピーク値まで増強されるように更に屈曲す
る。トリガラック７６が軸Ａ３－Ａ３に沿って近位に動くと駆動歯車７８が連続的に回転
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し、次いで、ヨーク８２が軸Ａ１－Ａ１に沿って遠位に動く。このことは、その開示内容
が本明細書において参照により援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特
許出願公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２
号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、
及び同第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号に記載されている。ステージ５の終了前に、発
射ロッドが解放され、発射ばね内のエネルギーが発射ロッドに伝送されて、発射ロッドが
遠位に移動し、外科用締結具が分与されるようになっている。第１の回転リンク１１０は
、ロックアウトカウンタ１０４のドエルビーム１１５を約０．２９２ｃｍ（０．１１５イ
ンチ）偏向させた。ロックアウトカウンタ１０４の上端が後方位置にトグルした状態のま
まになり、それによって、遠位の歯１２２がギヤ９６に接触する。
【０１１６】
　図６Ｅに示す発射サイクルの第５のステージを通して、トリガ３８が完全に圧入され、
駆動歯車７８をラチェット歯止め８４を超えてヨーク８２の近位端を遠位に前進させた。
ヨーク８２の近位端にてラチェット歯止め８４が除去された状態でラチェット歯止めをリ
セットでき、その結果、ヨーク８２が自由にもう一度アプリケータ器具３０の近位端３２
に向かって摺動し、別の発射サイクルが開始されるようになる。
【０１１７】
　一実施形態において、トリガ３８が解放されてトリガ戻しばね８６内に貯蔵されたエネ
ルギーがトリガ３８に伝送されると、トリガが圧接され、軸Ａ３－Ａ３に沿って遠位方向
に移動して、トリガが図６Ａに示す初期トリガ位置に戻されるようになっている。ヨーク
８２及び発射系７０の対応するリセットアクションは、その開示内容が本明細書において
参照により援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　
２０１０／０２９２７１５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０
１０／０２９２７１０号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０
１１／０７９６２７号に開示されている動きと同様である。
【０１１８】
　トリガ３８が解放され、第１の回転リンク１１０が遠位に移動すると、ロックアウトカ
ウンタ１０４のドエルビーム１１５に対する圧縮力が解除されるようになっている。ロッ
クアウト戻しばね１０８は、好ましくはロックアウトカウンタ１０４の上端を遠位方向に
トグルし、図６Ａ－１に示す前方位置に戻る。ロックアウトカウンタ１０４を前後にトグ
ルすると、カウンタ５２の回転可能なディスク９４が増分的に回転する。
【０１１９】
　一実施形態においては、最後の外科用締結具が発射すると、カウンタ５２がトリガを近
位の位置（図６Ｅ）にロックする。図７Ａを参照すると、一実施形態において、トリガ３
８の近位端からはフック１４０が突出している。フック１４０は、トリガ３８が軸Ａ３－
Ａ３に沿って近位方向及び遠位方向に移動するに伴い、そのトリガと同時に移動する。図
７Ａにおいて、トリガフック１４０はロックアウトピンフック１４２に対して近位である
。
【０１２０】
　ロックアウトピン１００はロックアウトピンフック１４２を有し、このロックアウトピ
ンフックは、最後の外科用締結具が発射したときにトリガフック１４０に係合するように
適応されている。図７Ａにおいて、回転可能なディスク９４内に設けられた半径方向のス
ロットは、ロックアウトピン１００のアーム１０１に対して整列配置される。結果として
、ロックアウトピン１００は、軸Ｖ１－Ｖ１に沿ってアプリケータ器具の底部に向かって
自由に落下する。ロックアウトピンばね１５０によって、ロックアウトピン１００が下向
きに圧接される。ロックアウトカウンタ１０４のドエルビーム１１５によって、ロックア
ウトピン１００の落下後にトリガフック１４０がロックアウトピンフック１４２を超えて
通り過ぎることが保証される。トリガ３８が近位に牽引されると、トリガフック１４０の
先頭の縁上にあるランプ機構は、ロックアウトピン１００を軸Ｖ１－Ｖ１に沿って上方へ
偏向させる。
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【０１２１】
　図７Ｂを参照すると、トリガが引き続き近位に移動すると、ロックアウトピン１００の
フック１４２がトリガ３８に接続されたフック１４０に対して遠位になるように、最終的
にロックアウトピン１００が再び落下する。図７Ｃを参照すると、トリガ３８が解放され
ると、トリガ戻しばね８６がトリガを遠位に圧接し、ついには、ロックアウトピンフック
１４２がトリガフック１４０に係合して、軸Ａ３－Ａ３に沿ってトリガ３８が更に遠位に
移動するのを休止させる。結果として、トリガ３８が図７Ｃに示す位置にロックされ、ア
プリケータ器具３０が外科用締結具を分与する目的に使用されなくなった。
【０１２２】
　図８を参照すると、一実施形態において、発射系は、アドバンサー要素タブ１６２付き
のアドバンサー要素１６０と、抗後退タブ１６６付きの抗後退部材１６４と、を具備する
ことが好ましい。本明細書において開示されているアプリケータ器具の完全な発射サイク
ルにおいて、アドバンサー要素１６０は遠位に循環して、外科用締結具６０をアプリケー
タ器具の遠位端に向かって近位に１セグメント前進させる。一実施形態において、トリガ
３８（図１）を圧入すると、アドバンサー要素１６０が遠位に移動し（図８中の左側）、
その結果として、アドバンサー要素タブ１６２が外科用締結具６０の背面に対して当接し
、外科用締結具を遠位方向に前進させる。トリガが解放されて遠位に移動して初期位置に
戻ると、アドバンサー要素１６０はアプリケータ器具の近位端に向かって近位方向に移動
する。アドバンサー要素が近位に移動すると、抗後退タブ１６６は、外科用締結具が近位
に移動するのを防ぐ。アドバンサー要素１６０は、トリガが圧入されるたびに遠位に移動
し、トリガが解放されると近位に移動して発射サイクルが開始された時点の開始位置に戻
る。発射サイクルを通して、抗後退部材１６４は停留した状態に維持される。抗後退タブ
１６６は、外科用締結具に接触して、アプリケータ器具の細長いシャフト４０（図１）の
内部にて外科用締結具が近位に移動するのを防ぐものであることが好ましい。この系はま
た、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第ＵＳ　２０１０／０２９２７１
５号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１２号、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１０号
、同第ＵＳ　２０１０／０２９２７１３号、及び同第ＵＳ　２０１１／０７９６２７号に
も記載されており、それらの出願の開示内容は本明細書において参照により援用されてい
る。
【０１２３】
　図９を参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３０は細長いシャフト３０
を具備しており、この細長いシャフトは或る角度をなすか又は湾曲していて、かつ案内部
材１６８はシャフトを通って延在することが好ましい。案内部材１６８は、アドバンサー
要素チャネルＡＣと発射チャネルＦＣとを具備する成形パーツであり得る。一実施形態に
おいて、案内部材１６８は、一体に組み立てられる前半部１７０Ａ及び後半部１７０Ｂを
有することが好ましい。一実施形態において、抗後退部材１６４、アドバンサー要素１６
０及び外科用締結具６０は、案内部材の前半部１７０Ａのアドバンサー要素チャネルＡＣ
の内部に位置付けられ、発射ロッド７４及び挿入フォークは案内部材の前半部１７０Ａの
発射チャネルＦＣの内部に位置付けられる。案内部材の後半部１７０Ｂは、前半部１７０
Ａと共に組み立てられ、組み立てられた案内チャネル１６８を形成するようになっている
。
【０１２４】
　一実施形態において、外科用締結具６０は、アプリケータ器具の頂部及び底部を通って
延在する垂直平面ＶＰに垂直な、横方向に延在する水平平面ＨＰの内部に位置しながら、
アドバンサー要素チャネルＡＣを通って前進する。アプリケータ器具のシャフトから外科
用締結具が分与されると、外科医は、案内部材１６８の内部の外科用締結具の方向に基づ
いて外科用締結具の方向を制御し、かつ／又はその方向を認識できる。
【０１２５】
　一実施形態において、アドバンサー要素１６０は、外科用締結具６０を、アドバンサー
要素チャネルＡＣを通ってシャフト４０の遠位端に向かって遠位に前進させる。外科用締
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結具６０がシャフト４０の遠位端にて先頭の外科用締結具になると、抗後退部材１６４の
遠位端に取り付けられたステージングリーフが、先頭の外科用締結具６０がアドバンサー
要素チャネルＡＣから発射チャネルＦＣに移送され、発射ロッド７４の遠位端にて挿入フ
ォークに対して整列配置される。
【０１２６】
　図１０Ａは、案内部材１６８の前半部１７０Ａの遠位端を示す。案内部材１６８のアド
バンサー要素チャネルＡＣ及び発射チャネルＦＣは、案内部材の後半部１７０Ｂ（図９）
から除去されて、はっきり見えるようになる。一実施形態においては、２０個の外科用締
結具６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、．．．６０Ｔが、アドバンサー要素１６０と抗後退部材１
６４との間に位置付けられる。アドバンサー要素１６０は前後に循環して、アドバンサー
要素チャネルＡＣの遠位端に向かって、外科用締結具６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、．．．６
０Ｔを前進させる。抗後退部材１６４の遠位端はステージングリーフ１７４を具備し、こ
のステージングリーフは、先頭の外科用締結具６０Ａを発射チャネルＦＣ内に移動し、発
射ロッド７４の遠位端にて挿入フォーク１７６に対して整列配置させる。
【０１２７】
　図９及び１０Ｂを参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３０は、ワイヤ
ステージングばねなどのステージングばね１７８を具備し、このステージングばねを介し
て、ステージングリーフ１７４が圧接されて動き、挿入フォーク１７６に対して整列配置
されるように適応されている。一実施形態において、ワイヤステージングばね１７４はＵ
字形であり、案内部材１６８の遠位端内に形成された窓１８２を通過する閉じた遠位端１
８０を有する。ワイヤステージングばね１７８の閉じた遠位端１８０は、ステージングリ
ーフ１７４に係合し、ステージングリーフを圧接して移動させ、挿入フォーク１７６に対
して整列配置されることが好ましい。結果として、先頭の外科用締結具６０Ａがアドバン
サー要素１６０を介してステージングリーフ１７４内に前進した後、及びアドバンサー要
素が後退し、ワイヤステージングばね１７８によって先頭の外科用締結具６０Ａがアドバ
ンサー要素チャネルＡＣから発射チャネルＦＣに移送され、発射ロッド７４の遠位端にて
挿入フォーク１７６に対して整列配置されるようになる。続いて、発射ロッド及び挿入フ
ォークは、挿入フォークの尖叉を先頭の外科用締結具６０Ａ上に案内するように延在し得
る。
【０１２８】
　図１１Ａ及び１１Ｂを参照すると、一実施形態において、ワイヤステージングばね１７
８は、案内部材１６８に固着されている近位端１８４と、案内部材の遠位端に隣接する案
内部材を通して形成された窓１８２を通過する閉じた遠位端１８０と、を備える。
【０１２９】
　図１１Ｂを参照すると、ワイヤステージングばね１７８は、案内部材１６８の前半部１
７０Ａに固着されている第１のアーム１８６と、案内部材１６８の後半部１７０Ｂに固着
されている第２のアーム１８８と、を具備する。ワイヤステージングばね１７８の閉じた
遠位端１８０は、案内部材の遠位端１６８に隣接して形成された窓１８２（図１１Ａ）を
通過する。
【０１３０】
　図１２Ａ～１２Ｅは、ステージングリーフを圧接し、発射ロッドの遠位端にて挿入フォ
ークに対して整列配置されるワイヤステージングばね１７８の作動部を示す。図１２Ａを
参照すると、後退位置発射サイクルが開始された時点の挿入フォーク１７６及び発射ロッ
ド７４である。先頭の外科用締結具６０Ａは、アプリケータ器具の遠位端３４に向かって
前進した。ワイヤステージングばね１７８の遠位端１８０は、ステージングリーフ１７４
を、案内部材１６８の発射チャネルＦＣ内に入り込むように下方へ偏向させる。
【０１３１】
　図１２Ｂを参照すると、トリガが装置の近位端に向かって牽引されると、アドバンサー
要素１６０がアプリケータ器具の遠位端３４に向かって移動し、それによって、アドバン
サー要素タブ１６２が先頭の外科用締結具６０Ａを遠位に押圧し、抗後退部材１６４の遠
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位端にあるステージングリーフ上に先頭の外科用締結具が装填されるようになる。延在し
たアドバンサー要素１６０の遠位端は、ステージングリーフ及びワイヤステージングばね
１７８を上方へ、かつ発射チャネルＦＣとは反対側の方に屈曲させる。
【０１３２】
　図１２Ｃを参照すると、発射サイクルの後のステージにおいて、アドバンサー要素１６
０が後退し、その結果として、ワイヤステージングばね１７８の遠位端１８０がステージ
ングリーフ１７４を下向きに発射チャネルＦＣ内に入り込むように圧接して、先頭の外科
用締結具６０Ａが挿入フォーク１７６に対して整合されるようになっている。ステージン
グリーフ１７４は、発射チャネルに入り込むように下向きに偏向し、挿入フォーク１７６
を介して係合される位置にて先頭の外科用締結具６０Ａを保持する。
【０１３３】
　図１２Ｄに示す発射サイクルの後のステージにおいて、挿入フォーク１７６及び発射ロ
ッド７４は遠位に移動し、その結果として、挿入フォーク１７６の尖叉が先頭の外科用締
結具６０Ａに係合する。挿入フォークが遠位に移動すると、挿入フォーク１７６が、ステ
ージングリーフ１７４及びワイヤステージングばね１７８を発射チャネルＦＣの外部へ及
びアドバンサー要素チャネルＡＣの内部へ偏向させる。
【０１３４】
　図１２Ｅは、アプリケータ器具の遠位端から先頭の外科用締結具６０Ａが分与されるよ
うに、最も遠位の位置に完全に延在した発射ロッド７４及び挿入フォーク１７６を示す。
完全に延在した挿入フォーク１７６及び発射ロッド７４は引き続きステージングリーフ１
７４及びワイヤステージングばね１７８をアドバンサー要素チャネルＡＣの内部へ偏向さ
せる。
【０１３５】
　図１３Ａ～１３Ｃを参照すると、一実施形態において、キャップ１９０は、外側シャフ
ト４０の遠位端に固着されている。一実施形態においては、キャップ１９０が外側シャフ
トの遠位端に固着され、その結果、キャップ１９０がシャフト４０に対して回転も並進も
しないようになっている。一実施形態において、シャフト４０の外径ＯＤ１は約６～１２
ｍｍ、より好ましくは約８ｍｍである。キャップ１９０は、キャップがメッシュインプラ
ントのメッシュ布地を引っ掛けることも損傷させることもないように、鋭角の縁のない滑
らかで湾曲した不規則輪郭をもつ外側表面を有することが好ましい。
【０１３６】
　一実施形態において、キャップ１９０は、キャップの底部に沿って延在する下側遠位縁
１９２と、外科用締結具を分与するための送達窓１９４と、を備える。一実施形態におい
て、キャップ１９０は、開いたスカートメッシュのポケットに挿入されるように適応され
ており、頂部メッシュ片と、周辺シームにて接合された底部メッシュ片と、を備え、それ
によって、下側遠位縁１９２が前進してシームの内側に接触し、キャップは、メッシュ材
料を引っ掛けることも損傷させることもないように、頂部層と底部層との間のシームの内
側に沿って容易に摺動し得る。下側遠位縁１９２は、開いたスカートメッシュの底部メッ
シュ片の頂部に定着するように適応されていて、キャップ１９０の送達窓１９４はスカー
トテッドメッシュのシームよりも上の設定距離となる。
【０１３７】
　一実施形態において、送達窓１９４は上端１９６と下端１９８とを備える。送達窓１９
４の下端１９８は、下側遠位縁１９２から間隔を空けて配されていて、開いたスカートメ
ッシュのシームよりも上にかつインプラントの頂部メッシュ片の内部に外科用締結具が分
与されるようになっていることが好ましい。図１３Ｂを参照すると、一実施形態において
、下側遠位縁１９２は、シャフト４０の外径ＯＤ１にほぼ一致する長さＬ１（約６～１０
ｍｍ）の中央区域２００と、シャフト４０の外径ＯＤ１（約２～３ｍｍ）を超えて延在す
る第１の延長部及び第２の延長部２０２、２０４と、を備える。下側遠位縁１９２は、第
１の延長部及び第２の延長部２０２、２０４が追加されたため、全長Ｌ２が約１０～２０
ｍｍで、シャフト４０の外径ＯＤ１よりも長くなっている。一実施形態において、第１の
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延長部及び第２の延長部２０２、２０４は、凸状で下側遠位縁の底面から横方向に延在す
る底面と、凹状でキャップ１９０の上端２１０に向かって延在する第１及び第２の頂部表
面２０６、２０８と、を備える。医師がアプリケータ器具のハンドルに前方力を印加して
反対側の組織に反対圧力を印加したときなどに、第１の延長部及び第２の延長部２０２、
２０４が、開いたスカートメッシュの底部メッシュ片などのメッシュの境界エリアに対し
て力が分散することが好ましい。
【０１３８】
　一実施形態において、キャップは、シャフト４０の遠位端に固着されている近位端２１
２を有しており、この近位端が円筒形状に遷移することによって、シャフト４０の外径Ｏ
Ｄ１に一致するようになる。一実施形態において、キャップ１９０の近位端２１２の外径
ＯＤ２は、約６～１２ｍｍ、より好ましくは、シャフト４０の外径ＯＤ１に概ね合致して
適合するように約８ｍｍである。
【０１３９】
　図１３Ａ及び１３Ｃを参照すると、一実施形態において、カニューレキャップ１９０は
、下側遠位縁１９２から上方へかつ近位にカニューレキャップ１９０の上端２１０へと傾
斜する遠位面２１４を有する。キャップ１９０が、周辺シームを有する開いたスカートメ
ッシュのポケットに挿入されると、下側遠位縁１９２は、好ましくは、開いたスカートメ
ッシュの底部メッシュ片に対して当接し、シームの内側に向かって前進し、ついには、傾
斜した遠位面２１４が、開いたスカートメッシュの頂部メッシュ片に係合して、スカート
の頂部メッシュ片が、シームの内側に隣接する底部メッシュから離れる向きに捩じ曲げら
れる。送達窓１９４は、下側遠位縁１９２から間隔を空けて配されていて、外科用締結具
６０が送達窓を通して分与され、周辺シーム又は開いたスカートメッシュの底部メッシュ
片の中を通ることなしに、確実に頂部メッシュ片の中を通して渡されるものであることが
望ましい。第１の延長部及び第２の延長部２０２、２０４によって、キャップを介して、
装置がメッシュのシームに対して向けられ、外科用締結具が頂部メッシュ片の中に送達さ
れることが更に保証される。
【０１４０】
　一実施形態において、キャップ１９０は不規則輪郭をもつことから、アプリケータ器具
の遠位端にて鋭角の縁が生じず、インプラントのメッシュ布地に係着することも損傷させ
ることもあり得ないことが保証される。キャップが不規則輪郭を有するため、初期及びそ
の後に外科用締結具を配する目的でアプリケータ器具の遠位端を位置決め又は再位置決め
する際、医師は、開いたスカートメッシュのシームの内側に沿ってアプリケータ器具の遠
位端を確実に摺動させることができる。
【０１４１】
　図１４Ａ～１４Ｃを参照すると、一実施形態においては、細長いシャフト４０及びキャ
ップ１９０を有するアプリケータ器具３０を使用して、開いたスカートメッシュ２１６を
軟質組織に固着される。一実施形態において、開いたスカートメッシュ２１６は、底部メ
ッシュ片２１８と、中央開口部２２２付き頂部メッシュ片２２０と、底部メッシュ片２１
８及び頂部メッシュ片２２０の外側縁を接合して頂部メッシュ片と底部メッシュ片との間
に延在するポケット２２６を画定する周辺シーム２２４と、を備える。
【０１４２】
　一実施形態においては、アプリケータ器具３０のキャップ１９０及びシャフト４０の遠
位端を頂部メッシュ片２２０の中央開口部２２２を通して挿入し、ポケット２２６の中に
、及び開いたスカートメッシュ２１６の周辺シーム２２４に向かって前進させる。キャッ
プ１９０の下側遠位縁１９２（図１４Ｂ）が、底部メッシュ片２１８に対して当接し、周
辺シーム２２４に向かって前進すると、その結果として、キャップ１９０の下側遠位縁１
９２及び傾斜付き遠位面２１４（図１４Ｂ）が、周辺シーム２１６にて頂部メッシュ片２
２０を底部メッシュ片２１８から離れる向きに捩じ曲げる。キャップ１９０の下側遠位縁
１９２は、シーム２２４より上にかつ頂部メッシュ片２２０に対して整列配置されるよう
にキャップ１９０の分与窓１９４から離隔され、その結果、外科用締結具６０（図３及び
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１２Ｅ）は、シーム２２４又は底部メッシュ片２１８の中を通ることなしに、確実に頂部
メッシュ片２２０の中を通して渡されるようになる。
【０１４３】
　一実施形態において、腹壁ヘルニア患者は観血的なヘルニア修復手技に備える。ヘルニ
アの周りの皮膚エリアは、ベータダインなどの従来の抗菌溶液でスクラブされる。患者は
誘導及び吸入を介して従来の方法にて従来の全身麻酔を投与される。一実施形態において
、外科医は、ヘルニアの上に配された皮膚及び皮下組織を切開して、外科的手技を開始す
る。腹腔内メッシュの配置が予定されている場合は、ヘルニア嚢を開く。欠損部周辺の健
常筋膜の縁を調べ、腹壁に対する内臓の付着物を分割して、メッシュを固定するための空
き領域を生じさせる。
【０１４４】
　外科的手技のこのステージでは、外科医が外科用メッシュの準備をする。外科用メッシ
ュは、底部修復層及び頂部固定層、又は任意の好適なメッシュ（例えば、その開示内容が
本明細書において参照により援用されている、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許
出願第１３／４４３，３４７号「ＳＩＮＧＬＥ　ＰＬＡＮＥ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＰＡＩ
Ｒ　ＰＡＴＣＨ」（２０１２年４月１０日出願）に開示されているメッシュ）を有してな
るシャツヘルニアメッシュ（shirted hernia mesh）であり得る。一実施形態において、
スカートテッドヘルニアメッシュの底部修復層は底部メッシュ片と称されるものであって
よく、頂部固定層は頂部メッシュ片はと称されるものであってよい。それぞれの底部修復
層及び頂部固定層の外側周辺は、スカートテッドヘルニアメッシュの外側周辺の周りに延
在する周辺シームと一体に接合されることが好ましい。一実施形態において、頂部固定層
は、中心に開口部を有することが望ましい。一実施形態においては、４本の縫合糸をメッ
シュの４つの基本方位（即ち、北、南、東及び西）に配し得る。
【０１４５】
　一実施形態においては、皮膚切開によって、メッシュを筋膜欠損部を通して腹膜前腔に
挿入する。外科医は、メッシュを手で腹腔内に配することが望ましい。メッシュは、底部
修復層が患者の腹腔内容物に対向し、かつ頂部固定層が腹壁に対向するように向けられる
。所望される場合、縫合糸通し具を使用して、経腹的に縫合糸を固定してもよい。
【０１４６】
　一実施形態においては、アプリケータ器具を使用して、メッシュ固定用の外科用締結具
を分与する。一実施形態において、アプリケータ器具は、患者の腹部が邪魔にならないよ
うハンドル及びトリガはアプリケータ器具の本体より上部に位置するような、所望の方向
を取る。アプリケータ器具の細長い外側シャフトは、頂部固定層内に形成された中央開口
部を通って挿入され、それにより、シャフトの遠位端は頂部固定層と底部修復層との間に
配設されることが好ましい。一実施形態においては、アプリケータ器具の外側シャフトが
、外側シャフトの湾曲状の及び湾曲を患者の後側端から上方へ離れるように（即ち、頂部
固定層に向かって）向ける。アプリケータ器具のキャップを頂部固定層と底部修復層との
間に挟持させることで、キャップがメッシュインプラントの外側周辺に向かって前進し、
ついには、キャップがメッシュの周辺シームに到達するようになる。一実施形態において
は、外科医の第１の手でアプリケータ器具を保持する一方、第２の手を使用してアプリケ
ータ器具の遠位端にてキャップに対向する皮膚に外部抵抗圧を印加し得る。キャップは、
底部修復層及び周辺シームの内側に接触する下側遠位縁を有する。キャップは、好ましく
は、下側遠位縁から上方へ離れる向きに傾斜する遠位面を有する。キャップの下側遠位縁
がシームの方へ前進すると、キャップの傾斜付き遠位面が頂部固定層を底部修復層をから
離れる向きに捩じ曲げる。下側遠位縁は、キャップ内の外科用締結具分与用の窓が周辺メ
ッシュのシームインプラントより上にかつ頂部固定層に対して整列配置されることを保証
する、スペーサとして機能するものであることが望ましい。
【０１４７】
　一実施形態においは、キャップの分与窓が頂部固定層に対して整列配置され、１回の打
撃動作でトリガを圧入し、キャップ分与用の窓を通して外科用締結具又はストラップを配
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することにより、頂部固定層が腹壁に固着されるようになっている。トリガはそれ自体で
発射サイクルの初期開始位置に戻る。アプリケータ器具は、メッシュのシームに沿って別
の地点に再位置付けされ、別の外科用締結具が送達されることが好ましい。プロセスが繰
り返され、ついには、メッシュの周辺全体が固着され、メッシュインプラントの周囲から
約１～２ｍｍだけ外科用締結具が離隔されるようにすることが望ましい。一実施形態にお
いて、任意選択的に、いわゆる二重金冠（double crown）技術にてメッシュの中心に接近
させて第２の一連のストラップを適用してもよい。
【０１４８】
　一実施形態において、２０個の外科用締結具が分与された後、アプリケータ器具はトリ
ガを閉じた状態にロックアウトする。必要に応じて、新しいアプリケータ器具を使用して
、残りの修復手技を完了できる。所望される数の外科用締結具が配された後は、患者から
アプリケータ器具を取り除く。所望される場合は、ヘルニア欠損部の大部分を閉鎖し得る
。適切な縫合又は閉鎖技術を使用して皮膚切開部を閉鎖し、切開を適切に包帯することが
できる。修復手技の完了後は、患者を回復室に移動させてもよい。
【０１４９】
　図１５Ａ～１５Ｃを参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３３０は、ト
リガ３３８を有するハンドル３３６と、ハンドル３３６の遠位端から延在するシャフト３
４０と、を具備する。キャップ３９０は、シャフトの遠位端に固着されていることが望ま
しい。キャップ３９０は、アプリケータ器具３３０の遠位端から外科用締結具を分与する
ための送達窓３９４を具備することが好ましい。一実施形態において、キャップ３９０は
、下側遠位縁３９２と、下側遠位縁３９２から横方向に延在する第１の横方向の延長部及
び第２の横方向の延長部４０２、４０４と、を備える。第１の横方向の延長部及び第２の
横方向の延長部４０２、４０４は、外側シャフト３４０の外径を超えて延在し、シャフト
の外径よりも大きい長さを画定することが好ましい。
【０１５０】
　図１６を参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具３３０の遠位端は、開い
たスカートメッシュ４１６のポケットに挿入されるように適応されている。一実施形態に
おいて、開いたスカートメッシュ４１６は、底部メッシュ片４１８と、底部メッシュ片４
１８に対向する頂部メッシュ片４２０と、を具備することが好ましい。底部メッシュ片及
び頂部メッシュ片４１８、４２０の外側縁は周辺シーム４２２にて一体に接合される。キ
ャップ３９０がスカートテッドメッシュ４１６のポケットに挿入されると、下側遠位縁３
９２、並びに第１の横方向の延長部及び第２の横方向の延長部４０２、４０４が、底部メ
ッシュ片４１８の内側表面に係合してキャップ３９０の付近にて底部メッシュ片を平坦化
するようになっていることが好ましい。下側遠位縁３９２は、シーム４２２より上の送達
窓３９４から間隔を置いて配される厚さを有し、外科用締結具がシーム４２４又は底部メ
ッシュ片４１８の中を通ることなしに、確実に頂部メッシュ片４２０の中を通して分与さ
れることが好ましい。
【０１５１】
　図１７を参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具４３０は、ハンドル４３
６と、ハンドル４３６から遠位に延在する細長いシャフト４４０と、を具備する。アプリ
ケータ器具４３０は、外側シャフト４４０に固着されている回転要素４４５を具備する。
キャップ４９０は、外側シャフトの遠位端４４０に固着されている。キャップ４９０は、
図１３Ａ～１３Ｃ又は図１５Ｂ～１５Ｃに示す実施形態に開示されている特徴のうちの１
つ以上を具備し得る。一実施形態においては、回転要素４４５によって、細長いシャフト
４４０がその長手方向軸の周りに回転することが保証され得る。キャップ４９０は、シャ
フト４４０と同時に回転することが好ましい。
【０１５２】
　図１８Ａ～１８Ｃを参照すると、一実施形態において、アプリケータ器具は、外側シャ
フトの最も遠位の端に固着されたキャップ４９０を具備することが望ましい。キャップ４
９０は、凹状底面４９５を有する遠位下側縁４９２を備える。キャップ４９０は、下側遠
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位縁４９２から横方向に延在する第１の延長部及び第２の延長部５０２、５０４を備える
。キャップ４９０は、好ましくは、送達窓を通して外科用締結具を分与するためのアプリ
ケータ器具の発射チャンバに対して整列配置される送達窓４９４を備える。
【０１５３】
　一実施形態において、キャップ４９０の遠位下端４９２は、遠位下側縁の凹状底面４９
５から送達窓４９４を離隔させる厚さを有する。下側遠位縁４９２がメッシュインプラン
トの周辺シームの内側に対して当接した後は、下側遠位縁に厚みがあることから、キャッ
プ４９０の送達窓４９４が周辺シームより上にかつ周辺シームから離れる向きに間隔を置
いて配され、結果的に、外科用締結具がスカートテッドメッシュの頂部メッシュ片内に確
実に分与され、シーム又は底部メッシュ片内には入り込まずに済むようになる。
【０１５４】
　一実施形態においては、キャップ４９０がスカートテッドメッシュのポケットに挿入さ
れると、下側遠位縁４９２がスカートテッドメッシュの周辺シームに向かって前進し、凹
状底面４９５が底部メッシュ片に面して、送達窓が頂部メッシュ片に対して整列配置され
る。一実施形態において、下側遠位縁４９２の凹状底面４９５は可撓性の一体丁番が設け
てあり、キャップ４９０が位置決めされている間、下側遠位縁が押し延ばされ、インプラ
ントのメッシュ片（例えば、底部メッシュ片）を伸張させて、外科用締結具が分与される
ようになっているものであることが望ましい。
【０１５５】
　図１９を参照すると、一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケー
タ器具６３０は、上記の図１に記載されている構造と同様な湾曲状の外側シャフト６４０
と、近位区域６４２と、湾曲状の区域６４５を介して近位区域に連結されている遠位区域
６４４と、を具備する。一実施形態において、アプリケータ器具６３０は、装置のハウジ
ング６３５の遠位端に対して回転自在に装着される外側シャフト回転要素６５５を具備す
ることが好ましい。外側シャフト回転要素６５５は、外側シャフト６４０の近位区域６４
２に接続されていて、外側シャフト６４０を選択的に回転するようになっている。結果と
して、操作者は外側シャフト回転要素６５５を用いることによって、長手方向軸Ａ１に沿
って湾曲状の外側シャフト６４０の近位区域６４２を選択的に回転させ、遠位端区域６４
４の方向を変えられる。
【０１５６】
　図２０は、図１９のアプリケータ器具６３０の断面区域を示す。図２０を参照すると、
一実施形態において、湾曲状外側シャフト６４０は、軸Ａ１に沿って延在する近位区域６
４２と、軸Ａ２に沿って延在する遠位区域６４４と、を備える。近位区域６４２と遠位区
域６４４との間の角度α３は、湾曲状の区域６４５によって画定される。湾曲状の外側シ
ャフト６４０は細長い内部コンジットを具備し、この内部コンジットを通って外科用締結
具６６０が遠位に前進し得る。アプリケータ器具６３０は、好ましくは、トリガが牽引さ
れるたびに、湾曲状の外側シャフト６４０の遠位端に向かって外科用締結具６６０を１つ
の位置だけ前進させるためのアドバンサータブ７６２を備えたアドバンサー７６０を具備
する。アプリケータ器具はまた、外科用締結具が近位に移動するのを防ぐ抗後退タブ６６
６を有する抗後退要素６６４を具備することが望ましい。アプリケータ器具６３０はまた
、可撓性の発射要素６７４、例えば、本明細書に記載されているような発射系から外側シ
ャフト６４０内の最も遠位の外科用締結具６６０に力を伝送できる可撓性ケーブルを具備
する。可撓性の発射要素６７４は、その長手方向軸に沿って圧縮に抵抗する。また、可撓
性の発射要素６７４は撚り合わさり得る。一実施形態において、外側シャフト回転要素６
５５は、ハウジング６３５に対して回転し、遠位区域６４４の方向が湾曲状の外側シャフ
ト６４０に対して変わるようになり、可撓性の発射要素６７４が屈曲し、撚れ、湾曲して
、発射系とその遠位端にて尖叉を有する剛性挿入フォーク６７６との間の連結部を維持し
、外科用締結具６６０の側部に係合するように適応されている。可撓性の発射要素６７４
は、上記に更に詳述されているように、エネルギーを発射系から外科用締結具の側部に係
合する剛性挿入フォーク６７６に伝送し、外科用締結具を軟質組織に駆動するようになっ
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ていることが好ましい。
【０１５７】
　一実施形態において、発射系は上記のものと同じであるが、シャフトの近位区域６４２
の中央軸に沿って作動する。発射系６７４の可撓性要素は、回転式前進系６６５を通って
延在する。回転式前進系６６５は、湾曲状の外側シャフト６４０の近位区域６４２に対し
て整列配置されることが好ましい。回転式前進系６６５は、中央軸の周りを湾曲状の外側
シャフト６４０と共に回転するように適応されている。前進系は、回転式発射系６６５と
インタフェースするアプリケータ器具６４０の上記割送り系（indexing system）から作
動する。
【０１５８】
　図２１を参照すると、一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケー
タ器具７３０は、可撓性の咬合可能な外側シャフト７４０と、軸Ａ１に沿って延在する近
位区域７４２と、軸Ａ２に沿って延在する遠位区域７４４と、遠位区域７４４が近位区域
７４２に対して咬合してその間の角度変化を可能にする可撓性の咬合可能な中間区域７４
５と、を具備することが好ましい。一実施形態において、咬合外側シャフト７４０の近位
区域７４２及び遠位区域７４４は可撓性が小さい区域で、中間区域７４５は可撓性が大き
い区域であり、それにより咬合運動を可能にしている。
【０１５９】
　アプリケータ器具７３０は、ハウジング７３５の遠位端にて装着され、外側シャフト７
４０の近位区域７４２に固着されている外側シャフト回転要素７５５であることが望まし
い。外側シャフト回転要素７５５が回転すると、それと同時に長手方向軸Ａ１の周りを外
側シャフト７４０の近位区域７４２が回転し、近位区域に対して、湾曲状の外側シャフト
７４０の遠位区域７４４の方向が変化する。
【０１６０】
　一実施形態において、アプリケータ器具７３０はまた、ハウジング７３５上に装着され
ている咬合制御要素７７５を具備することが望ましい。一実施形態において、咬合制御要
素７７５は、ハウジング７３５上に摺動自在に装着されていて、遠位及び近位に移動する
ようになっていることが好ましい。図２１及び２２を参照すると、一実施形態において、
アプリケータ器具は可撓性連結部７８５Ａ、７８５Ｂを具備し、この可撓性連結部は、咬
合制御要素７７５に連結された近位端と、湾曲状の外側シャフト７４０の遠位区域７４４
に連結された遠位端と、を備える。図２２に示すように、外側シャフト７４０は、近位区
域７４２、遠位区域７４４と、近位区域７４２と遠位区域７４４との間に延在する中間の
可撓性区域７４５と、を備える。第１及び第２の連結部７８５Ａ、７８５Ｂは、近位区域
７４２及び可撓性区域７４５を通って延在しており、連結部の遠位端は遠位区域７４４に
連結されている。咬合制御要素７７５（図２１）がアプリケータ器具の遠位端にて７３０
に向かって移動すると、第１及び第２の連結部７８５Ａ、７８５Ｂが協働して、外側シャ
フトの遠位区域７４４の角度が外側シャフトの近位区域７４２に対して変わるようになっ
ている。一実施形態においては、咬合制御要素７７５がアプリケータ器具７３０の遠位端
７３４に向かって移動すると、遠位区域７４４が上方へ移動する。咬合制御要素７７５が
アプリケータ器具７３０の近位端７３２に向かって移動すると、第１及び第２の連結部７
８５Ａ、７８５Ｂが協働して、遠位区域７４４を下方へ移動させる。故に、咬合制御要素
７５５を所望される角度が得られるまで近位方向及び遠位方向に移動させることによって
、可撓性の外側シャフト７４０の遠位区域７４４の角度が、近位区域７４２に対して変更
され得る。一実施形態において、操作者は咬合制御要素を用いることによって、外側シャ
フト７４０の直線状構成と湾曲状又は角度付き構成とをトグルすることができる。所望さ
れる直線状、湾曲状、又は角度付き構成が得られた後、外側シャフト回転要素７５５を回
転することによって、遠位区域７４４の方向を外側シャフト７４０の近位区域７４２に対
して変更でき、それにより、遠位区域７４４の方向が変更される。
【０１６１】
　上記の図２０で記述したように図２１及び２２のアプリケータ器具７３０に、可撓性の
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発射要素と、可撓性アドバンサーと、可撓性の抗後退要素と、を具備させ、発射系及び外
科用締結具の前進系の両方との動作連結部を、外側シャフトが回転しかつ／又は咬合する
ように維持させることが好ましい。
【０１６２】
　図２３及び２４を参照すると、一実施形態において、外科用締結具を分与するためのア
プリケータ器具１００は、撮像系９５０を有する。撮像系は、完全に又は部分的にアプリ
ケータ器具に統合されていてもよいし、又は選択的にアプリケータ器具に連結される別個
のスタンドアロンシステムであってもよい。一実施形態において、撮像系９５０はアプリ
ケータ器具の作動端にて照明及び視認性を強化し、それにより、外科部位における物体の
検出を容易にし、患者上に予め位置決めされた外科用メッシュに対して外科用締結具を正
しく位置合わせし載置することを可能にするものであることが望ましい。一実施形態にお
いて、アプリケータ器具８３０は、近位端８３２と、遠位端８３４と、その近位端と遠位
端との間に延在する長手方向軸Ａ１－Ａ１を備える。アプリケータ器具８３０は、ハウジ
ング８３５と、このハウジングから上方へ延在するハンドル８３６と、このハンドル８３
６上に装着されたトリガ８３８と、ハウジング８３５から遠位に延在する細長いシャフト
８４０と、を具備することが望ましい。一実施形態において、細長いシャフト８４０は、
長手方向軸Ａ１－Ａ１に沿って延在する近位区域８４２と、近位区域８４２に対して或る
角度をなすか又は湾曲した遠位区域８４４と、を具備するものであることが望ましい。一
実施形態において、遠位区域８４４は第２の軸Ａ２－Ａ２に沿って延在しており、この第
２の軸Ａは、近位区域８４２の軸Ａ１－Ａ１と角度α３をなす。一実施形態において、細
長いシャフト８４０の近位区域及び遠位区域で画定された角度α３は、鈍角であることが
望ましい。一実施形態において、細長いシャフト８４０は非線形である。一実施形態にお
いて、細長いシャフトが湾曲して、遠位区域８４４がアプリケータ器具のハウジング８３
５から上方へ離れる向きに傾斜する。
【０１６３】
　一実施形態において、キャップ８４６、例えば、鋭角の縁のない不規則輪郭をもつ端部
キャップは、細長いシャフトの遠位端８４０に固着されている。一実施形態においては、
キャップ８４６は、細長いシャフト８４０に対して回転も並進もしないように、細長いシ
ャフト８４０の遠位区域８４４の遠位端に固着される。キャップ８４６は、キャップの下
側遠位縁８９２から離れる向きにかつアプリケータ器具８３０の近位端８３２に向かって
傾斜する遠位端面８４８を有することが好ましい。
【０１６４】
　一実施形態において、撮像系９５０は、キャップ８４６上に装着された撮像装置９５２
と、ハウジング８３５の内部に配設されている電源９５４と、細長いシャフト８４０を通
って延在して電力を電源９５４から細長いシャフトの遠位端８４０に伝送するための導電
ワイヤなどの電力コンジット９５６と、電力コンジット９５６に接続されていて電力を電
源から受給する光源（不図示）と、を備えることが好ましい。本明細書においてより詳細
に記載されているように、光源は、アプリケータ器具８３０の遠位端８３４にて撮像装置
９５２の視界を照明するものであることが好ましい。
【０１６５】
　一実施形態において、撮像系９５０は、トランスミッタコンジット９５８（例えば、撮
像装置９５２で検出された画像をアプリケータ器具の遠位端８３４からハウジング８３５
内に位置するトランスミッタ９６０に伝送するためのトランスミッタ導電ワイヤ）を具備
するものであることが望ましい。一実施形態において、トランスミッタコンジット及び電
力コンジットは、同じコンジット又は導電ワイヤに結合され得る。撮像系９５０は、トラ
ンスミッタ９６０に連通するモニター９６２（図２３）を具備することが好ましい。モニ
ター９６２は、検出された画像及び／又は信号をトランスミッタ９６０から受信して、検
出された画像をモニター上に表示するように適応されている。一実施形態において、モニ
ター９６２上に表示された画像は、アプリケータ器具の遠位端にて外科環境の視認性が促
進されるように拡大率を高くするか又は拡大表示することが好ましい。
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【０１６６】
　図２５Ａ～２５Ｅを参照すると、一実施形態においては、細長いシャフトの遠位端にて
キャップ８４６が、組織又はメッシュ布地を引っ掛けることも損傷させることもないよう
に、鋭角の縁のない滑らかで湾曲した不規則輪郭をもつ外側表面を有することが好ましい
。一実施形態において、キャップ８４６は、キャップの底部に沿って延在する下側遠位縁
８９２と、１つ以上の外科用締結具送達窓を通して分与するための送達窓８９４と、を備
える。一実施形態において、下側遠位縁８９２は、開いたスカートメッシュの底部メッシ
ュ片の頂部に定着するように適応されている。一実施形態において、送達窓８９４は上端
８９６と下端８９８とを備える。送達窓８９４の下端８９８は、下側遠位縁８９２から間
隔を空けて配されていて、開いたスカートメッシュのシームよりも上にかつ開いたスカー
トメッシュの頂部メッシュ片の内部に外科用締結具が分与されるようになっていることが
好ましい。
【０１６７】
　一実施形態において、キャップ８４６は、キャップ８４６の下側遠位縁８９２から上方
へかつ近位に傾斜する遠位端面８４８を備える。遠位端面は、撮像装置９５２を受容する
中央開口部９７０と、第１及び第２の光源９７４Ａ、９７４Ｂをそれぞれ受容する一対の
横方向の開口部９７２Ａ、９７２Ｂと、を備えることが好ましい。撮像装置９５２は、器
具の遠位端８３４（図２３）にて画像を検出するように適応されている。第１及び第２の
光源９７４Ａ、９７４Ｂは、器具の遠位端にて撮像装置９５２の視界を照明する光線を生
ずるように適応されている。
【０１６８】
　一実施形態においては、キャップ８４６が、周辺シームを有する開いたスカートメッシ
ュのポケットに挿入されたときに、光源９７４Ａ、９７４Ｂが器具の遠位端にて撮像装置
９５２の視界を照明することが好ましい。視界を照明することによって、外科スタッフが
撮像系を使用して、とりわけ、１）キャップ８４６の下側遠位縁８９２が開いたスカート
メッシュの底部メッシュ片に対して当接し、２）キャップ８４６の下側遠位縁８９２が、
開いたスカートメッシュのシームの内側に向かって前進し、ついには、傾斜した遠位面８
４８が、開いたスカートメッシュの頂部メッシュ片に係合し、スカートの頂部メッシュ片
がシームの内側に隣接する底部メッシュ片から離れる向きに捩じ曲げられ、かつ３）キャ
ップ８４６の送達窓８９４が頂部メッシュ片に対して整列配置され、かつ開いたスカート
メッシュの周辺シーム及び底部メッシュ片より上に位置付けられて、外科用締結具が周辺
シーム及び／又は底部メッシュ片の中を通ることなしに確実に頂部メッシュ片の中を通し
て渡されるようになることを検証できる。
【０１６９】
　図２６を参照すると、一実施形態において、撮像系９５０は、外科用締結具を分与する
ためのアプリケータ器具の遠位端にて物体を検出する目的に使用される。撮像系９５０は
、アプリケータ器具に完全に統合されていてもよいし、アプリケータ器具に部分的に統合
されていてもよいし、又は使用前にアプリケータ器具に連結される別個のスタンドアロン
システムであってもよい。一実施形態において、撮像系９５０は、物体を検出するための
撮像装置９５２と、撮像装置９５２の視界を照明するための少なくとも１つの光源９７４
と、を具備する。撮像系９５０は、電力コンジット９５６Ａを通して少なくとも１つの光
源９７４に電力を供給するための電源９５４を具備することが好ましい。一実施形態にお
いて、撮像系９５０は、撮像装置９５２の視界を照明するために２つ以上の光源を有し得
る。一実施形態において、電源９５４はまた、第２の電力コンジット９５６Ｂを通して撮
像装置９５２に対して電力を供給し得る。
【０１７０】
　一実施形態において、撮像系は、撮像装置９５２で検出された画像をトランスミッタ９
６０に伝送するトランスミッタコンジット９５８を具備するものであることが好ましい。
一方、トランスミッタ９６０は、検出された信号をコントローラ９８０に送信する。この
コントローラは、中央処理ユニット９８２とメモリー９８４とを備えるものであることが
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好ましい。コントローラ９８０は、検出された画像を処理しかつ／又は保存し、その画像
をモニター９６２に転送して、外科スタッフに対して視覚的に表示されるようにするもの
であることが望ましい。モニター９６２上の視覚的ディスプレイは、アプリケータ器具の
遠位端にて外科スタッフが正確に位置決めするのを支援し、外科用締結具を外科用メッシ
ュ内に正しく配されるようにするものであることが好ましい。一実施形態において、プロ
セスの任意のステージにおいて画像はワイヤレスにかつ／又はインターネット経由で伝送
され得る。
【０１７１】
　図２７を参照すると、一実施形態において、外科用締結具を分与するためのアプリケー
タ器具１０３０は、取り付け可能な内視鏡器具１１５０を具備して構成されるように適応
されている。一実施形態において、内視鏡器具は、アプリケータ器具１０３０の細長いシ
ャフト１０４０に取り付けられている。内視鏡器具１１５０は、クリップ１１７５Ａ、１
１７５Ｂを使用してアプリケータ器具の細長いシャフト１０４０に対して選択的に取り付
け可能であることが望ましい。一実施形態において、内視鏡器具１１５０は、細長いシャ
フトのアプリケータ器具の遠位端にて画像を捕捉する１つ以上の光源及び／又は撮像装置
を具備し得る。内視鏡器具１１５０は、視界を照明して、照明された視界の内部にて画像
を捕捉するように適応されている遠位の作動端１１８５を備えたものであることが好まし
い。取り付け可能な内視鏡器具１１５０は細長いシャフト１１９５を具備し、この細長い
シャフトは、アプリケータ器具１０３０の細長いシャフト１０４０の形状に適合するよう
に可撓性であり得ることが望ましい。一実施形態において、内視鏡撮像系１１５０のシャ
フト１１９５は、アプリケータ器具１０３０の細長いシャフト１０４０の曲線又は非線形
形状に適応するように湾曲状又は非線形である。
【０１７２】
　図２８Ａ及び２８Ｂを参照すると、一実施形態において、内視鏡器具１１５０の遠位の
作動端１１８５は、好ましくは、撮像装置１１５２と、内視鏡器具の遠位端にて視界を照
明するために光源１１７４Ａ、１１７４Ｂと、を具備する。内視鏡器具は、本明細書にお
いて開示されている撮像系に連結されていることが好ましい。図２８Ｂは２つの光源１１
７４Ａ、１１７４Ｂを備える実施形態を示すが、他の実施形態は、内視鏡取付具１１５０
の遠位端１１８５にて１つの光源のみを備えていてもよいし、又は３つ以上の光源を備え
ていてもよい。
【０１７３】
　図２９を参照すると、一実施形態においては、内視鏡器具１１５０をアプリケータ器具
１０３０に固定する目的に、１つ以上のクリップ１１７５が利用される。一実施形態にお
いて、クリップ１１７５は、中央開口部１１９９を有するリング１１９７を具備し、図２
７に示すアプリケータ器具１０３０の細長いシャフト１０４０の外側表面上に摺動するよ
うに適応されている。クリップ１１７５は一対の可撓性アーム１２０１Ａ、１２０１Ｂを
具備し、これらの可撓性アームが、リング１１９７の外側縁にてＵ字形開口部１２０３を
画定することが望ましい。一実施形態において、リング１１９７がアプリケータ器具の細
長いシャフト上に固着された後、内視鏡器具１１５０のシャフト１１９５をクリップ１１
７５のＵ字形開口部１２０３に挿入することによって、内視鏡器具１１５０がアプリケー
タ器具に取り付けられ得る。可撓性アーム１２０１Ａ、１２０１Ｂは、クリップ１１７５
のＵ字形開口部１２０３の内部にて内視鏡器具１１５０のシャフト１１９５を保持するこ
とが望ましい。
【０１７４】
　一実施形態においては、１つ以上の取付クリップをアプリケータ器具に恒久的に固定す
ることができる。一実施形態においては、１つ以上の取付クリップをアプリケータ器具に
対して着脱自在に取り付けることができる。
【０１７５】
　本発明は、任意の特定の運用理論に制限されるものではないが、図２９に示すように１
つ以上のクリップ１１７５を使用することにより、内視鏡器具の殺菌、洗浄、メンテナン
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ス、並びに／又は修理に際してアプリケータ器具の細長いシャフトに対する内視鏡器具の
選択的な取り付け及び選択的な取り外しを可能にするものであると考えられる。一実施形
態において、内視鏡器具は、医学的手技の終了時に捨てられる単回使用装置としてもよく
、そうすることによって、新しい内視鏡器具をアプリケータ器具に取り付けて、次回の医
学的手技に備えることができる。一実施形態において、内視鏡器具は再使用可能なもので
ある一方、アプリケータ器具を使い捨て式の単回使用装置としてもよい。一実施形態にお
いて、内視鏡器具はアプリケータ器具に恒久的に取り付けられている。
【０１７６】
　図３０Ａ～３０Ｃを参照すると、一実施形態においては、クリップ１１７５Ａ、１１７
５Ｂを用いてアプリケータ器具１０３０の細長いシャフト１０４０に内視鏡器具１１５０
が取り付けてある。図３０Ａ～３０Ｃには２つのクリップを示してあるが、他の実施形態
においては、それよりも多数又は少数のクリップを使用して、アプリケータ器具１０３０
の細長いシャフト１０４０に内視鏡器具１１５０を固着し得る。
【０１７７】
　一実施形態において、内視鏡器具１１５０は細長いシャフト１０４０に固着されていて
、遠位の作動端１１８５は、細長いシャフトの遠位端１０４０にて不規則輪郭をもつキャ
ップ１０４６に隣接している。一実施形態において、内視鏡器具１１５０の作動端１１８
５の最も遠位の面１２０５は、不規則輪郭をもつ端部キャップ１０４６の傾斜した遠位面
１０４８に対して近位にある。結果として、内視鏡器具１１５０は、キャップ１０４６の
傾斜した遠位面１０４８内に設けられた送達窓１０９４を通して外科用締結具が分与され
るのを妨げずに済ますことができる。
【０１７８】
　一実施形態において、内視鏡器具１１５０は、撮像装置と、遠位の作動端１１８５に設
けられた少なくとも１つの光源と、の両方を具備することが好ましい。一実施形態におい
て、内視鏡器具１１５０は、視界を照明するため１つのみ又はそれより多くの光源を具備
し得る。この実施形態においては、内視鏡器具に光源が設けてあり、画像捕捉のための撮
像装置を有さない。
【０１７９】
　一実施形態において、撮像装置は、カメラ、光センサー、又は超音波センサーであり得
る。一実施形態において、撮像装置は、広角視野を与える魚眼レンズを有するカメラであ
る。
【０１８０】
　一実施形態において、撮像系はＮａｎｅｙｅ撮像装置と、１ｍｍの光ファイバと、ＡＤ
Ｇ８５２と称するバッテリと、を具備し得る。Ｎａｎｅｙｅ撮像装置は１ｍｍ×１ｍｍ×
１．５ｍｍのサイズで、キャップ８４６の遠位面８４８に設けられた中央開口部９７０（
図２５Ａ）の内部に嵌合することが好ましい。一実施形態において、キャップの横方向の
開口部９７２Ａ、９７２Ｂの内部に配設されている光源９７４Ａ、９７４Ｂは、Ｎａｎｅ
ｙｅカメラ用の光線を生ずるために直径１ｍｍの光ファイバを備えたものであることが望
ましい。ＡＤＧ８５２と称するサイズ１．３×１．６のバッテリは、アプリケータ器具の
ハウジング内又はハンドル内に位置しており、Ｎａｎｅｙｅ撮像装置及び光ファイバの両
方にワイヤ接続される。
【０１８１】
　一実施形態において、撮像装置は、光線、赤外線、又は紫外線エネルギーの存在下で物
体を検出する、光センサー又は同様な電子コンポーネントである。一実施形態において、
光センサーは、材料に衝突する放射線強度に応じて電気伝導率の異なる光導電特性を有す
る半導体を具備することが好ましい。一実施形態においては、光感知要素をアプリケータ
器具の遠位先端部に位置付けることによって光線量の変化を検出することが可能であり、
この方法を用いて、メッシュの縁、メッシュの孔などを検出できる。
【０１８２】
　一実施形態において、撮像系は、ユーザーにフィードバックを与える視覚的要素又は可
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聴要素を具備しており、これらの要素によって、器具の遠位端が所望される位置に位置付
けられるタイミングが示される。一実施形態において、視覚的インジケータは、外部ＬＥ
Ｄであり得る。一実施形態において、可聴インジケータは、スピーカ又はブザーなどの音
声を発する要素であり得る。
【０１８３】
　一実施形態において、電源はハウジング又はハンドル内に位置付けられていないが、器
具に連結されたケーブル又はワイヤを介して器具に接続される別個のスタンドアロンコン
ポーネントである。一実施形態において、バッテリは、器具の遠位先端部にて又はその遠
位先端部に隣接して位置付けられており、それにより、細長いシャフトを通って延在する
電力伝送コンジット又は導電ワイヤの必要性をなくしている。一実施形態において、電源
を使用して光源を作動させるよりも寧ろ、光ファイバ又は光ファイバケーブルを介してア
プリケータ器具の遠位端に光線を供給するための別個の給電器具を、光源とすることもで
きる。
【０１８４】
　一実施形態において、光源は、単一のＬＥＤ又は一連のＬＥＤであり得る。一実施形態
において、光源は、器具の端部を照明する光線を拡散させるためのディフューザ又はレン
ズを有し得る。一実施形態において、光源は、皮膚の外側を照明し、どこに器具の遠位端
を位置決めすべきかを外科スタッフに指示できるよう十分に強力であることが好ましい。
【０１８５】
　一実施形態においては、メッシュの移植に先立って、外科用メッシュの移植に望ましい
概略位置を患者の皮膚の外側に記すこともでき、患者の皮膚の上に記された望ましい概略
位置を基準として実際にどこに外科用メッシュの縁を位置決めすべきかは、器具の遠位端
にある光源にて示すことが好ましい。メッシュインプラント手技において患者の皮膚に外
部標識を行う装置及び方法は、「ＤＥＶＩＣＥＳ　ＦＯＲ　ＤＩＳＰＥＮＳＩＮＧ　ＳＵ
ＲＧＩＣＡＬ　ＦＡＳＴＥＮＥＲＳ　ＩＮＴＯ　ＴＩＳＳＵＥ　ＷＨＩＬＥ　ＳＩＭＵＬ
ＴＡＮＥＯＵＳＬＹ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＮＧ　ＥＸＴＥＲＮＡＬ　ＭＡＲＫＳ　ＴＨＡＴ
　ＭＩＲＲＯＲ　ＴＨＥ　ＮＵＭＢＥＲ　ＡＮＤ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＨＥ　Ｄ
ＩＳＰＥＮＳＥＤ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＦＡＳＴＥＮＥＲＳ」と題する２０１２年３月１
６日出願の本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願第１３／４２２，００３号（代
理人整理番号ＥＴＨ５６４０ＵＳＮＰ）における１つ以上の実施形態に開示されており、
それらの出願の開示内容は本明細書において参照により援用されている。
【０１８６】
　一実施形態において、トランスミッタコンジットは、光線及び／又はディジタル信号を
伝送できる光ファイバ又は光ファイバケーブルであり得る。ディジタル信号を伝送する一
実施形態において、トランスミッタは、検出された画像をディジタル信号としてワイヤレ
ス受信機に伝送し、続いて、視覚的及び／又は可聴ディスプレイに対応した遠隔モニター
に情報を配信するものであることが好ましい。
【０１８７】
　一実施形態においては、トランスミッタコンジットを、撮像装置をトランスミッタ又は
モニターに連結するワイヤレストランスミッタで置き換えることができる。一実施形態に
おいては、検出された信号が、赤外線及びマイクロ波を通して伝送され得る。
【０１８８】
　一実施形態において、モニターは、腹腔鏡塔であり得る。一実施形態において、モニタ
ーは、装置のハンドル端上に直接に装着されたディジタルスクリーンを具備し得る。一実
施形態において、モニターは、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラ
ズマディスプレイなどを具備し得る。一実施形態において、撮像系は、撮像装置を介して
捕捉される検出済み画像及び／又はビデオを格納するためのメモリー装置などのデータ格
納装置を具備し得る。一実施形態において、撮像系は使い捨て式であってもよい。
【０１８９】
　一実施形態において、撮像系は、カメラ、光センサー又は超音波センサーなどの感知装
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置を具備し、それらの感知装置が照明、触覚機構、レーダー及び超音波などの輻射源を検
出する目的に適応されたものであることが好ましい。撮像系は、器具の遠位端が外科用メ
ッシュインプラントに対して正しく整列配置されたときにユーザーの注意を喚起するため
視覚的、可聴、振動式、及び／若しくは触覚信号、又はそれらの組み合わせの形式にてユ
ーザーにフィードバックを与えるものであることが望ましい。
【０１９０】
　本明細書に使用される項目は整理目的のものであり、本明細書又は請求項の範囲を制限
することを意図したものではない。本出願全体に使用される用語「～得る（may）」は、
許可の意味（即ち、その可能性を有するという意味）で使用されるものであり、命令の意
味（即ち、しなければならないという意味）ではない。同様に、「含む（include、inclu
ding、及びincludes）」は、それらを含むが限定されないことを意味する。理解を促進す
るために、可能な場合には、図に共通の同様要素を指定するために、同様の参照番号が使
用される。
【０１９１】
　上述のものは本発明の実施形態に関するが、後続の請求項の範囲によってのみ限定され
る本発明の基礎的な範囲から逸脱することなく、本発明の他の及び更なる実施形態を考案
することができる。例えば、本発明は、本明細書に記載した任意の実施形態に示される、
又は参照により本明細書に組み込まれる任意の特徴に、本明細書に記載した任意の別の実
施形態に示される、又は参照により本明細書に組み込まれる任意の特徴を組み込むことが
でき、それらは尚、本明細書の範囲内に含まれることが予想される。
【０１９２】
〔実施の態様〕
（１）　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　前記アプリケータ器具の底部を画定するハウジングと、
　前記ハウジング内に配設され、第１の軸に沿って遠位方向及び近位方向に移動可能な発
射系と、
　前記第１の軸に対して鋭角を画定する第２の軸に沿って、前記ハウジングから上方へ延
在するハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記ハウジングから延在する細長いシャフトであって、前記細長いシャフトは非線形で
あり、前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する、細
長いシャフトと、
　前記細長いシャフトの遠位端にて画像を検出するための、前記アプリケータ器具に連結
された撮像装置と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
（２）　前記細長いシャフトの前記遠位端にて前記撮像装置の視界を照明するための、前
記アプリケータ器具と連結されている光源を更に備える、実施態様１に記載のアプリケー
タ器具。
（３）　前記細長いシャフトの前記遠位端に固着されたキャップを更に具備し、前記撮像
装置が前記キャップ上に配設されている、実施態様２に記載のアプリケータ器具。
（４）　前記光源が前記キャップ上に配設されている、実施態様３に記載のアプリケータ
器具。
（５）　前記撮像装置と前記光源とを含む撮像系を更に具備し、前記撮像系が、
　前記光源に対して電力を供給するための電源と、
　前記電源から前記光源に電力を伝送するための電力コンジットと、
　前記撮像装置で検出された画像を伝送するための画像コンジットと、
　前記検出された画像を表示するためのモニターと、
　を具備する、実施態様２に記載のアプリケータ器具。
【０１９３】
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（６）　前記電力コンジットが、前記電源に接続された近位端と前記光源に接続された遠
位端とを備える導電ワイヤを具備する、実施態様５に記載のアプリケータ器具。
（７）　前記電源が前記ハンドル上に配設されていて、前記導電ワイヤが前記細長いシャ
フトを通って延在する、実施態様６に記載のアプリケータ器具。
（８）　前記画像コンジットが、前記検出された画像を前記モニターに伝送するための導
電ワイヤ、光ファイバケーブル、及びワイヤレストランスミッタからなる群から選択され
る、実施態様５に記載のアプリケータ器具。
（９）　前記撮像装置が、カメラ、光センサー及び超音波センサーからなる群から選択さ
れる、実施態様１に記載のアプリケータ器具。
（１０）　前記光源が発光ダイオード、光ファイバケーブル、及び外科用照明からなる群
から選択される、実施態様２に記載のアプリケータ器具。
【０１９４】
（１１）　前記キャップが、前記細長いシャフトの外径を超えて横方向に延在する下側遠
位縁を有し、かつ前記細長いシャフトの前記外径よりも大きい長さを有し、前記キャップ
が、前記下側遠位縁から上方へ近位方向に傾斜する遠位端面を有し、かつ前記キャップは
外科用締結具を分与するため前記遠位端面内に形成された外科用締結具送達窓を含み、前
記撮像装置及び前記光源が、前記遠位端面に配設されている、実施態様４に記載のアプリ
ケータ器具。
（１２）　前記下側遠位縁が、前記細長いシャフトの前記遠位端にて前記外径に及ぶ中央
区域と、前記中央区域から横方向にかつ前記細長いシャフトの前記外径を超えて延在する
第１の延長部及び第２の延長部と、を備える、実施態様１１に記載のアプリケータ器具。
（１３）　前記第１の横方向の延長部及び第２の横方向の延長部が、前記キャップの前記
底面から横方向に延在する凸状に湾曲した底面を有し、前記キャップの前記近位端が、前
記細長いシャフトの前記遠位端の前記外径に合致して適合する外径を有する、実施態様１
２に記載のアプリケータ器具。
（１４）　前記非線形の細長いシャフトが、前記第１の軸に沿って延在する近位区域と、
前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在するように前記近位区域に対して
或る角度に向けられる前記遠位区域と、を含む、実施態様１に記載のアプリケータ器具。
（１５）　前記非線形の細長いシャフトが湾曲して、前記細長いシャフトの前記遠位区域
が前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ傾斜するようになっている、実施態
様１に記載のアプリケータ器具。
【０１９５】
（１６）　前記撮像装置及び前記光源が、前記アプリケータ器具の前記細長いシャフトに
対して着脱自在に取り付けられている内視鏡器具に組み込まれる、実施態様２に記載のア
プリケータ器具。
（１７）　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　前記アプリケータ器具の底部を画定するハウジングと、
　前記ハウジング内に配設され、第１の軸に沿って遠位方向及び近位方向に移動可能な発
射系と、
　前記第１の軸に対して鋭角を画定する第２の軸に沿って、前記ハウジングから上方へ延
在するハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記ハウジングから延在する細長いシャフトであって、前記細長いシャフトは非線形で
あり、前記アプリケータ器具の前記頂部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する、細
長いシャフトと、
　前記細長いシャフトの遠位端に固着されたキャップであって、前記細長いシャフトの外
径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有する、キャップと、
　前記アプリケータ器具の遠位端にて画像を検出するための、前記アプリケータ器具に取
り付けられた撮像装置と、
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　前記アプリケータ器具の前記遠位端にて前記撮像装置の視界を照明するための、前記ア
プリケータ器具に取り付けられた光源と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
（１８）　前記撮像装置及び前記光源が前記キャップ上に装着されている、実施態様１７
に記載のアプリケータ器具。
（１９）　前記撮像装置及び前記光源が、前記細長いシャフトに取り付けられた内視鏡器
具上に配設されている、実施態様１７に記載のアプリケータ器具。
（２０）　前記撮像装置と前記光源とを含む撮像系を更に備え、前記撮像系が、
　前記光源に対して電力を供給するための電源と、
　前記電源から前記光源に電力を伝送するための電力コンジットと、
　前記撮像装置で検出された画像を伝送するための画像コンジットと、
　前記検出された画像を表示するためのモニターと、
　を具備する、実施態様１７に記載のアプリケータ器具。
【０１９６】
（２１）　外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングから遠位に延在する外径を有するシャフトと、
　前記シャフトの前記遠位端に固着されたキャップであって、前記キャップが、前記細長
いシャフトの前記外径を超えて横方向に延在する下側遠位縁を有し、前記細長いシャフト
の前記外径よりも大きい長さを有し、前記下側遠位縁から上方へ近位に傾斜する遠位端面
を備え、かつ外科用締結具を分与するため前記遠位端面内に形成された外科用締結具送達
窓を含む、キャップと、
　前記シャフトの前記遠位端にて視界を照明するための光源を含む撮像系と、
　を具備する、外科用締結具を分与するためのアプリケータ器具。
（２２）　前記撮像系が、前記シャフトの前記遠位端にて前記光源で照明される画像を検
出するための撮像装置を更に具備し、前記撮像装置及び前記光源が前記キャップ上に配設
されている、実施態様２１に記載のアプリケータ器具。
（２３）　前記シャフトに対して着脱自在に取り付けられている内視鏡器具を更に具備し
、前記内視鏡器具が前記光源と撮像装置とを含む、実施態様２１に記載のアプリケータ器
具。
（２４）　前記アプリケータ器具のシャフトが非線形であり、前記アプリケータ器具の頂
部に向かって上方へ延在する遠位区域を有する、実施態様２１に記載のアプリケータ器具
。
（２５）　前記アプリケータ器具の底部を画定する前記ハウジングと、
　前記ハウジング内に配設された発射系であって、遠位方向及び近位方向に移動可能な、
発射系と、
　前記ハウジングから上方へ延在し、前記アプリケータ器具の遠位端に向かって或る角度
をなすハンドルであって、前記アプリケータ器具の頂部を画定する上端を有する、ハンド
ルと、
　前記発射系を作動させるため前記ハンドル上に装着されたトリガと、
　前記アプリケータ器具の前記底部近くで前記ハウジングから遠位に延在する前記シャフ
トと、
　前記シャフトに連続的に装填される複数の外科用締結具と、
　前記キャップの前記外科用締結具送達窓を通して前記外科用締結具を分与するために前
記発射系を作動させるように係合可能な、前記ハンドル上に装着された前記トリガと、
　を更に備える、実施態様２１に記載のアプリケータ器具。
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